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指定管理者の指定の手続等に関する要綱 

平成２７年５月１９日 

２７墨企企第１４２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公の施設の設置条例等において定める指定管理者の指定の手続のほ

か、指定管理者による管理及び指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるも

のとする。 

（公募によらない指定管理者の指定） 

第２条 指定管理者の指定に当たって公募しないこととする特別の事情があると認める場合

は、次に掲げる場合とする。 

（１） 施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、専門的かつ高度な技術、ノ

ウハウ等を有する特定の法人その他の団体（以下「法人等」という。）を選定する必要

がある場合 

（２） 施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域の活力を活用した管理

を行う必要がある場合 

（３） 指定管理者となり得る適格な法人等が他に存在しない場合 

（４） 施設の統廃合若しくは機能転換又は改築、大規模修繕、移転等（次条において

「施設の廃止等」という。）の予定（検討中を含む。）がある場合 

（５） 施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならない場合 

（６） 次に掲げる施設において現に公募（あらかじめ募集要項に明記する場合に限

る。）を経て指定管理業務を行っている法人等で、当該指定期間における指定管理者事

業評価の結果が区が定める水準を充たしているものを引き続き選定する場合 

ア すみだ福祉保健センター 

イ すみだステップハウスおおぞら 

ウ 特別養護老人ホーム 

エ 高齢者在宅サービスセンター 

オ 保育園 

カ 博物館・美術館 

（７） 前各号に掲げるもののほか、公募しないことについて合理的な理由がある場合 

（指定の期間） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第５項に規定する期間（以

下「指定期間」という。）は、５年間とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、３年

間とする。 

（１） 主に施設の貸出しに係る事業を行う施設であり、かつ、当該事業において、指定

管理者のノウハウによる独自の事業展開を行うことが困難である場合 

（２） 施設の効果的かつ効率的な管理運営の観点から、指定期間を５年間とする必要性

が認められない場合 

（３） 前条第２号に該当する場合 

（４） 施設の廃止等が検討されている場合 

２ 前項の規定にかかわらず、施設の特性上、より長期の指定期間が望ましい場合、施設の

廃止等の時期が既に決定している場合等特別な事情があると区長が認めるときは、指定期

間を別に定めるものとする。 

（欠格事項） 

第４条 次のいずれかに該当する法人等は、指定管理者として指定しないものとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に規定

する者に該当するもの 

（２） 墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨総

契第３８７号）による指名停止を受けているもの 

（３） 宗教活動又は政治活動（特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦し、支

持し又は反対することをいう。）を主たる目的として結成されたもの 
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（４） 法人等又はその役員若しくは使用人（以下この号において「法人・役員等」とい

う。）が次のいずれかに該当するもの 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）であるとき、同条第６号に規定

する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力

団員等」という。）であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が法人等の経営に実

質的に関与しているとき。 

イ 法人・役員等若しくは第三者の不正な利益を図るため、又は第三者に損害を加える

ために暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。 

ウ 暴力団又は暴力団員等に対して、直接的又は間接的に金銭、物品その他の財産上の

利益を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められる

とき。 

エ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 

（５） 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契第

１３５号）第４条第１項の規定による入札参加除外措置を受けているもの 

（６） 施設の管理に当たっての必要な資格、免許等を有していないもの 

（７） その他区長が特に必要と認める事項を満たしていないもの 

（指定管理者の公募方法等） 

第５条 指定管理者の公募は、次に掲げる方法により行うものとする。 

（１） 区報への掲載 

（２） 区ホームページへの掲載 

（３） 前２号に掲げるもののほか、区長が適当と認める方法 

２ 前項の規定による公募に当たっては、次に掲げる事項を明示するものとする。 

（１） 施設の概要 

（２） 指定期間 

（３） 施設の管理において必要な資格 

（４） 施設の管理基準及び業務範囲 

（５） 提出書類 

（６） 選定方法及び選定基準 

（７） 申請受付期間 

（８） その他区長が特に必要と認める事項 

（指定管理者の公募申請受付期間） 

第６条 前条第２項第７号に掲げる申請受付期間の終期は、公募することを公表した日から

起算して３０日以上を経過した日とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りで

ない。 

（指定管理者によらない管理） 

第７条 施設の管理について、指定管理者によらず、区が直接行う施設は、次に掲げる施設

とする。 

（１） 法令等で公共部門による管理運営が義務付けられている施設 

（２） 区内全域において統一したサービスを提供する必要がある等、調整、指導及び監

督の基幹的な機能が求められる施設 

（３） 区が主体的に事業の推進を行う必要があり、又は専門的な調査・研究を区が直接

実施することが不可欠である施設 

（４） 指定管理者となり得る適格な法人等がいない施設 

（５） 指定管理者による管理の効果が見込めない施設 

（６） その他区長が特に必要と認める施設 

付 則 

この要綱は、平成２７年５月１日から適用する。 

付 則 

（一部省略） 
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付 則 

この要綱は、令和５年６月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 
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墨田区指定管理者選定委員会に関する要綱 

平成１６年６月３０日 

１６墨企企第８３号 

（趣旨） 

第１条 墨田区が公の施設の管理・運営を指定管理者に行わせるに当たって、指定管理者と

する法人その他の団体（以下「法人等」という。）を、厳正かつ公平に選定するため、墨

田区附属機関の設置に関する条例（平成２５年墨田区条例第５号）により設置した墨田区

指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の組織、運営等に関し必要な事項

を定める。 

（所管事項） 

第２条 選定委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。 

（１） 第５条第１項に規定する指定管理者選定検討部会（以下「検討部会」という。）

の作成した指定管理者募集要項及び要求水準並びに指定管理者の選定のための評価基準

の審議に関すること。 

（２） 検討部会から第５条第３項第４号の規定による推薦のあった法人等の評価に関す

ること。 

（３） 指定管理者とする法人等を選定すること。 

（４） その他区長が必要と認める事項 

２ 選定委員会は、前項第３号の規定により法人等を選定したときは、選定結果を区長に報

告しなければならない。 

（組織） 

第３条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者を

もって充てる。 

（１） 委員長 副区長 

（２） 委員 主管部長、企画経営室長、ファシリティマネジメント担当部長、総務部

長、主管課長、行政経営担当課長、財政担当課長、財産管理課長、公共施設マネジメン

ト推進課長、法務課長及び契約課長 

２ 前項に規定する者のほか、委員長が必要と認めたときは、臨時に委員を置くことができ

る。 

（委員長の職務等） 

第４条 委員長は、選定委員会を総理し、選定委員会を代表する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、選定委員会の会議に委員以外の者の出席を求

め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。 

（検討部会の設置） 

第５条 指定管理者の指定に係る公の施設を主管する部（以下「主管部」という。）は、検

討部会を設置するものとする。 

２ 検討部会長は、主管部の部長とする。 

３ 検討部会は、次に掲げる事項を所掌し、第１号から第５号までに定める事項について

は、その結果を選定委員会に報告しなければならない。 

（１） 指定管理者募集要項案及び要求水準案の作成に関すること。 

（２） 指定管理者の選定のための評価基準案の作成に関すること。 

（３） 応募者が指定管理者募集要項及び要求水準に定める要件を満たしているか否かに

ついての評価に関すること。 

（４） 選定委員会が、指定管理者とする法人等を選定するために必要な法人等の推薦及

び選定のための資料の作成に関すること。 

（５） 前号の推薦において、応募者が５以上の場合は、評価基準の評価に基づき、上位

４者を選定し、選定委員会に推薦すること。ただし、現に指定管理者となっている法人

等が応募した場合においては、４者のうちの一に加えるものとする。 

（６） 指定管理者と締結する協定書及び覚書に関すること。 



資料２ 墨田区指定管理者選定委員会に関する要綱 

- 2 - 

（７） その他検討部会長が必要と認める事項 

４ 検討部会について必要な事項は、部会長が定める。 

（会議） 

第６条 選定委員会の会議は、必要に応じ開催するものとし、委員長が招集する。 

２ 選定委員会は、第３条第１項第２号に規定する委員の半数以上が出席しなければ開くこ

とができない。 

３ 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関

する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件につい

ては、その議事に加わることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、委員長が特に必要があると認めるときは、各委

員の意見を書面により集約することをもって会議の開催に代えることができる。 

５ 選定委員会の会議は、非公開とする。 

（選定委員会の事務） 

第７条 選定委員会の事務は、企画経営室で行う。 

（補則） 

第８条 選定委員会の運営その他この要綱に定めのない事項は、委員長が定める。 

付 則 

この要綱は、平成１６年７月１日から適用する。 

付 則 

（一部省略） 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 
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施設名指定管理者募集（又は指定）要項〔ひな型〕 

（※指定管理料の支払がある施設） 

 

目次 

 

地方自治法第２４４条の２第３項の規定により施設名（以下「本施設」という。）の管理

運営を行う者（以下「指定管理者」という。）を募集します。 

応募者は、本募集要項（以下「募集要項」という。）及び本施設指定管理者要求水準書

（以下「要求水準書」という。）等を十分に理解した上で申請してください。 

第１章 総則 

１ 施設の設置目的及び運営方針                               

  ≪※設置目的は原則として条例等に記載されている内容を記載してください。≫ 

  ≪※運営方針は各施設において定めた内容を記載してください。≫ 

２ 施設概要                                        

 ⑴ 名称 施設名 

 ⑵ 所在地 施設所在地  ≪※施設によっては記載を控える場合有≫ 

 ⑶ 面積 敷地：○○○㎡、延床：○○○㎡ 

 ⑷ 構造・階数 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）、地上○階・地下○階 

 ⑸ 主な施設 ア ○○○○○○○○○○○○○○ 

イ ○○○○○○○○○○○○○○ 

≪※平面図等を貼り付けてください（別添可）。≫ 

 ⑹ 開設年月 平成○○年○月 

３ 休館日及び開館時間                                   

 ⑴ 休館日 

  ア ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  イ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

 ⑵ 開館時間 

   午前○時○○分から午後○時○○分まで 

※ 指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、休館日及び開館時

間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができます。 ≪※条例上の規定がある場

合≫ 

４ 指定期間                                        

  令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで（○年間） 

  ※ 指定期間中に区が行うモニタリングによる評価の結果が、区が定める水準を満たし

ていれば、次期の指定管理者の選定に当たっては、１回に限り公募によらず、今期の
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指定管理者を選定対象とすることができます。 ≪※指定管理者の指定の手続等に関

する要綱第２条第６号に該当する施設のみ≫ 

  ※ 上記の指定期間中であっても、指定管理者として不適切な対応があった場合、信用

を損なう事態を招いた場合等においては、施設条例名称第○○条の規定により、指定

管理者の指定を取り消し、又は指定業務の全部又は一部を停止する場合があります。 

第２章 管理運営業務 

１ 法令等の遵守                                      

  指定管理者は、業務を行うに当たって、次の法令等を遵守してください。 

 ⑴ 施設条例名称（条例番号。以下「条例」という。） 

 ⑵ 施設条例施行規則名称（規則番号。以下「規則」という。） 

 ⑶ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 ⑷ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７

号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）等の労働関連法規 

 ⑸ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

 ⑹ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

 ⑺ 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

 ⑻ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」と

いう。） 

 ⑼ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号） 

 ⑽ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号） 

 ⑾ 墨田区情報公開条例（平成１３年墨田区条例第３号。以下「情報公開条例」とい

う。） 

 ⑿ 墨田区暴力団排除条例（平成２４年墨田区条例第３７号） 

 ⒀ 墨田区公契約条例（令和５年墨田区条例第３１号） 

⒁ その他 

≪※指定業務に特定個人情報を取り扱うものがある場合は、「行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号

法」という。）」を加えてください。≫ 

⒂ その他本施設の管理運営に必要な法令 

２ 管理の基準                                       

  指定管理者は、業務を行うに当たって、次の基準に従ってください。 

 ⑴ 条例、規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。 

 ⑵ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 ⑶ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 ≪※条例に記載されている内容を記載してください。≫ 

３ 業務の分類                                       

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
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  指定管理者が行う業務の分類は、次のとおりです。 

 ⑴ 指定業務 

ア 指定事業 

    本施設の設置目的の範囲内で区が要求水準書等で業務内容を指定し、指定管理者が

指定管理料、利用料金、事業収入等を充当して実施する事業です。 

  イ 提案事業 

    本施設の設置目的の範囲内で指定管理者が企画・提案した事業で、指定管理者が指

定管理料、利用料金、事業収入等を充当して実施する事業です。 

なお、提案事業の実施に当たっては、事前に区と協議の上決定し、指定業務として

実施します。 

≪※利用料金制度を導入しない施設の場合は、適宜修正してください。≫ 

 ⑵ 自主事業 

   本施設の設置目的に合致し、かつ、指定業務の実施を妨げない範囲において、指定管

理者が自己の費用と責任において実施できる事業です。 

自主事業の実施に当たっては、利用者サービスの向上に資することなどを条件とし、

事前に区に自主事業に係る事業計画書を提出し、承認を得る必要があります。 

なお、区の責めに帰すべき事由又は指示により自主事業の実施が中止又は休止となっ

た場合において、指定管理者に損失が生じても、区は当該損失を補償しません。 

 

４ 業務の範囲及び要求水準                                 

  指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりです。具体的な業務内容及び要求水準は、

要求水準書を参照してください。 

  なお、○○○○○○○○に関する事業内容について、民間団体のノウハウ等を活用し、

提案事業として提案してください。 ≪※指定管理者から提案事業を求める場合≫ 

 ⑴ 施設の管理運営に関すること。 

 ⑵ ○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ⑶ ○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ⑷ ○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ⑸ ○○○○○○○○○○○○○○○ 

５ 区と指定管理者とのリスク分担                              

  区と指定管理者との基本的なリスクの分担は、別紙○のとおりとします。 

第３章 管理運営経費 

１ 基本的考え方                                     

  本施設では、利用料金制度を導入します。 

  指定管理者は、本施設の管理運営に必要と見込まれる経費（以下「管理運営経費」とい

う。）を、区が支払う指定管理料、利用者が支払う利用料金、自らが企画・実施する各事
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業の収入（利用者から徴収する実費相当の料金。以下「事業収入」という。）等をもって

賄うものとします。 

  なお、管理運営経費は、申請時に提案された金額を基に、協議によって決定し、原則と

して指定期間中は変更しないものとします。 

 ≪※利用料金制度を導入しない施設の場合は、適宜修正してください。≫ 

２ 指定管理料の支払                                    

  指定管理料は、協議によって決定した管理運営経費から、利用料金収入見込額、事業収

入見込額、その他指定業務に伴い見込まれる収入の総額を差し引いた額とし、年度ごとに

区の予算額の範囲内で指定管理者と協議し、協定書及び毎年度締結する覚書に基づき、分

割して支払います。 

  なお、管理運営経費のうち、区が指定する経費については、概算払とし、年度ごとに精

算します。 

 ≪※原則として分割払ですが、一括払の場合は、適宜修正してください。≫ 

 ≪※利用料金制度を導入しない施設の場合は、適宜修正してください。≫ 

３ 指定管理者の収入・支出として見込まれるもの                       

 ⑴ 収入 

  ア 指定管理料 

  イ 利用料金（○○○○○○○○○○○○○○○） 

  ウ 事業収入（事業の参加費、原材料費等） 

エ その他（各種助成金、協賛金等） 

≪※利用料金制度を導入しない施設の場合は、適宜修正してください。≫ 

 ⑵ 支出 

  ア 人件費 

  イ 管理費（光熱水費、保守点検費、備品修繕費等） 

  ウ 事業費（事業実施経費、消耗品費等（提案事業に係る経費を含む。）） 

  エ その他（施設賠償責任保険、負担金、租税公課等） 

  ※ 利用料金制度を導入する本施設の業務については、事業所税の課税対象となる可能

性があります。詳しくは、管轄の都税事務所に確認してください。≪※利用料金制度

を導入している場合≫ 

 ⑶ 上記⑴、⑵のほか、自主事業を実施する場合は、自主事業の実施に伴う収入及び支出

が見込まれます。 

４ 会計の管理                                       

  指定業務に係る会計は、指定管理者が属する法人等の会計と区分し、経理を明確にして

ください。指定業務に係る経費の収支状況については、区と同様に高い透明性が求められ

ることから、これを適切に管理するため、専用の口座を開設してください。 
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なお、専用口座の運用に当たっては、ペイオフ制度への対策を講じ、損害を被ることの

ないよう留意してください。 

  自主事業に係る会計は、指定業務と区分して、指定業務の専用口座とは別の口座により

管理をしてください。 

５ 利用料金                                        

⑴ 利用料金について 

   指定管理者は、本施設の利用者が支払う利用料金を自身の収入とすることができま

す。利用料金の額は、条例に定める額（以下参照（又は別紙○参照））の範囲内で、指

定管理者が区の承認を得て定めます。 

なお、条例及び規則に規定する利用料金の減額又は免除の基準に基づく利用料金収入

の減少分については、区が支払う指定管理料に含まれているものとし、別途補填はしま

せん。 

利用料金の額の承認の基準は、次のとおりです。 

  ア 施設等の維持管理に係る経費及び類似の施設の料金と比較して著しく低額でないこ

と。 

  イ 料金の区分が合理的であり、必要以上に細分化されるなど利用者にとって複雑なも

のとなっていないこと。 

≪※利用料金表等を貼り付けてください（別添可）。≫ 

 ⑵ 利用料金収入額が計画を上回った場合の取扱い 

指定期間中の各年度における利用料金収入の実績額が当初の計画額を上回った場合、

その上回った額の２分の１に相当する額を区に納付してください。 

また、利用料金収入の実績額が当初の計画額を下回った場合であっても、区は不足額

を補填しません。 

≪※利用料金制度を導入しない施設の場合は、適宜修正してください。≫ 

６ 指定管理料の見積りに係る留意事項                                   

  指定管理料の見積りに当たっては、次の事項に留意し、募集要項及び要求水準書の内容

を十分に理解した上で提案してください。 

≪※利用料金制度を導入しない施設の場合は、以下の内容を適宜修正してください。≫ 

⑴ 指定管理料とは 

指定管理料は、管理運営経費から、利用料金収入見込額、事業収入見込額、その他収

入見込額を差し引いた額です。なお、自主事業の実施に係る費用及び収入は、指定管理

料の算定には含みません。 

⑵ 指定管理料の標準額 

要求水準を満たすために要する必要最低限の管理運営経費から、利用料金収入見込額

を差し引いた額として、区が設定する標準的な指定管理料の額は、１年につき○,○○

○,○○○,○○○円です。 

 ⑶ 物品の貸与等 
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指定業務に必要な物品のうち、別紙○に掲げる物品は区が用意し、無償で貸与しま

す。日常的に必要な消耗品及び事業等で特別に用意する必要がある物品は、指定管理者

が購入又は調達をしてください。 

なお、指定管理料で購入又は調達をした物品の所有権又は使用権は、区に帰属するも

のとします。 

 ≪※リース物件に係る借上料の支払を指定管理者に行わせる場合は、「上記の区が用意す

る物品のうち、○○○○○○○○に係る借上料の支払は、指定管理者が行うものとし、

その費用は指定管理料に含めるものとします。」を加えてください。≫ 

 ⑷ 光熱水費 

過去○○年間の光熱水費の実績は、以下のとおり（又は別紙○のとおり）です。 

 ≪※新築又は改築等する施設は、上記を「初年度の光熱水費（電気・ガス・水道（下水道

含む）料金）は概算払とし、年度末に精算をするので、指定管理料の算定（今回提案す

る管理運営経費）には含めないでください。なお、次年度（指定期間２年目）以降は、

初年度の実績を踏まえ、区と指定管理者との協議の上で光熱水費を決定します。」とし

てください。≫ 

 ⑸ 施設修繕費 

１件につき税込１３０万円未満の施設の修繕は指定管理者が行います。なお、当該修

繕に係る経費は概算払とし、年度ごとに精算をするので、指定管理料の算定（今回提案

する管理運営経費）には含めないでください。 

 ≪※概算払の対象経費は、施設に応じて適宜修正してください。≫ 

 ⑹ 施設の利用実績 

過去○○年間の施設別の利用件数、利用人数、利用料金収入、利用料金の減額又は免

除の実績は、以下のとおり（又は別紙○のとおり）です。 

なお、利用料金収入見込額は、前年度の利用実績を踏まえて算定してください。施設

稼働率（利用率）の向上に係る提案により、利用実績に加算して算定しても構いませ

ん。 

 ⑺ 保険の加入 

特別区自治体総合賠償責任保険の補償と同等以上の施設賠償責任保険及び第三者賠償

責任保険（区と指定管理者を被保険者とするもの）に加入してください。 

なお、区は○○○保険及び○○○保険を付保します。 

 ≪※火災保険、施設賠償責任保険、第三者賠償責任保険等の施設の管理運営業務に必要な

保険について記載してください。≫ 

 ⑻ 本部経費 

法人において、本部経費（指定業務の実施に必要な法人の本部（本社）等からの支援

に係る間接的な経費）を計上する場合は、検証可能なものに限られるものとし、その具

体的な支出内容、算出方法、算出根拠を必ず明記してください。 

 ⑼ 労働報酬下限額 

   指定管理協定は、墨田区公契約条例による労働報酬下限額が適用されます。人件費 
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の積算にあたり、提案時に想定している労働報酬下限額（１時間あたりの額）を収支計

画書に明記してください。（第６章１０「墨田区公契約条例の遵守」を併せてご確認く

ださい。） 

 ⑽ ≪※必要に応じて留意事項を追加してください。≫ 

第４章 募集・選定手続（又は選定手続） 

１ 募集・選定スケジュール（又は選定スケジュール）                 

募集説明会 令和○○年○○月○○日（○） 

質問の受付期限 令和○○年○○月○○日（○） 

質問に対する回答 令和○○年○○月○○日（○） 

申請書類の受付期限 令和○○年○○月○○日（○） 

一次審査（書類審査）結果の通知 令和○○年○○月○○日（○） 

二次審査（プレゼンテーション） 令和○○年○○月○○日（○） 

選定結果の通知 令和○○年○○月○○日（○） 

区議会による指定管理者の議決（予定） 令和○○年○○月○○日（○） 

指定管理者による運営開始（予定） 令和○○年○○月○○日（○） 

２ 申請資格                                    

 ⑴ 申請資格 

   地方自治法第２４４条の２第３項に規定する法人その他の団体（以下「法人等」とい

う。） 

 ※ 法人格は必要ありませんが、個人での申請はできません。 

 ※ 複数の法人等から構成される団体（以下「共同事業体」という。）でも申請可能

です。 

≪※指定業務の実施に当たり上記資格の変更やその他資格の追加等が必要な場合は、適

宜修正してください。≫ 

 ⑵ 応募の制限 

   次のいずれかに該当する法人等は、応募者となることができません。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に規定す

る者に該当する法人等 

イ 墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨総契

第３８７号）による指名停止を受けている法人等 

  ウ 宗教活動又は特定の公職者（候補者を含む。）若しくは政党を推薦、支持若しくは

反対をすることを主たる目的とした法人等 

  エ 法人等又はその役員若しくは使用人（以下「法人・役員等」という。）が次の①か

ら④のいずれかに該当するもの 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規

定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
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（以下「暴力団等」という。）又は暴力団等が法人等の経営に実質的に関与してい

るとき。 

② 法人・役員等若しくは第三者の不正な利益を図るため、又は第三者に損害を加え

るために暴力団等を利用したと認められるとき。 

③ 暴力団等に対して、直接的又は間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与

え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。 

④ 暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 

  オ 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契第１

３５号）第４条第１項の規定による入札参加除外措置を受けている法人等 

  ※ 共同事業体による申請の場合は、その構成法人等の全てが上記の要件に該当してい

ない必要があります。 

３ 申請手続                                        

 ⑴ 募集要項等の配布 

   区の公式ウェブサイトからダウンロードしてください。窓口での配布は行いません。 

   墨田区公式ウェブサイト：http://www.city.sumida.lg.jp 

 ＜掲載場所＞ 

 ⑵ 募集説明会（現地説明会） 

開催日時 
令和○○年○○月○○日（○）午前○○時から午前○○時まで 

（受付は午前○○時○○分から） 

開催場所 施設名（施設所在地） 

申込方法 

「募集説明会参加申込書」（別紙○）に必要事項を記入の上、ファ

クス又は電子メールで令和○○年○○月○○日（○）までにお申し

込みください。 

参加人数 １団体につき○名までとしてください。 

留意事項 
ファクス及び電子メールの送信後、受信確認のため電話連絡をして

ください。 

 ⑶ 質問の受付 

   募集要項等に関する質問の受付は、次のとおりです。 

   指定管理者の選定が終了するまでの間は、本受付以外の方法での質問は受け付けませ

ん。ただし、申請手続及び提出書類に関する質問は除きます。 

受付期間 
令和○○年○○月○○日（○）から令和○○年○○月○○日（○）

まで 

質問方法 
「質問書」（別紙○）に質問内容を記入の上、電子メールで提出し

てください。 

回答方法 
募集説明会に参加した全ての法人等に同じ内容を電子メールで回答

します。 

留意事項 電子メールの送信後、受信確認のため電話連絡をしてください。 
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 ⑷ 申請書類 

   申請に際し提出が必要な書類は、次のとおりです。ただし、スからソについては、該

当する場合のみ提出してください。 

   共同事業体で申請する場合は、代表法人等が構成法人等の書類をまとめて提出してく

ださい。なお、各構成法人等は、イからケ及びシのみ提出してください。 

提出書類 様式 

ア 指定管理者指定申請書 第１号様式 

イ 法人等の概要 第２号様式 

ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 － 

エ 

法人の履歴事項全部証明書（法人以外の団体にあっては、代

表者の住民票の写し） ※ 申請日前３か月以内に発行され

たもの 

－ 

オ 役員の経歴書（役員構成、氏名及び経歴） － 

カ 申請日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 － 

キ 直近２事業年度分の事業報告書及び収支決算書 － 

ク 直近２事業年度分の法人税確定申告書及び決算報告書の写し － 

ケ 
法人等の設立趣旨、活動内容、組織、運営等に関する事項の

概要がわかるもの（会社案内等のパンフレット等でも可） 
－ 

コ 指定業務に係る事業計画書 第３号様式 

サ 指定業務に係る収支計画書 第４号様式 

シ 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書 第５号様式 

ス 共同事業体資格認定申請書 第６号様式 

セ 共同事業体協定書 ※ 一綴りにし、割印をすること。 第７号様式 

ソ 自主事業に係る事業計画書及び収支計画書 第８号様式 

タ 選定評価項目対照表 第９号様式 

チ その他  

提出部数 

○○部（原本１部、写し○○部） 

※ 紙文書による提出のほか、電子データ（ＰＤＦ形式）での提出

もお願いします。 

留意事項 

① 用紙サイズは、パンフレットを除き、原則Ａ４判とします。や

むを得ない場合は、Ａ３判をＡ４判の大きさに折ったものも可と

します。両面複写でも構いません。 

② 申請書類一式を上記提出書類ア～●の順番にフラットファイル

等に綴り、書類ごとにインデックス等を付し、書類の種類を判別

することができるようにしてください。また、任意の表紙・背表

紙（申請者名入り）を付してください。 

 ⑸ 申請書類の受付 
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申請書類の受付は、次のとおりです。なお、申請書類の提出をもって、募集要項の記

載事項を承諾し、応募があったものとみなします。 

受付期間 

令和○○年○○月○○日（○）まで（ただし、土・日・祝日を除

く。） 

※ 受付時間は、各日、午前９時から午後５時まで 

受付方法 

墨田区役所（墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号）○階・墨田区○○

○○部○○○○課○○○○○係の窓口へ申請書類を持参してくださ

い。 

留意事項 

① 令和○○年○○月○○日（○）午後５時以降は、申請書類の受

付はできません。 

② 申請書類の受付後は、区が求めた場合を除き、提出書類の差し

替え、追加等の変更はできません。 

③ 申請書類の提出時に、一次審査結果通知用の長３サイズの封筒

（宛先を記入し、○○円切手を貼付したもの）を併せて提出して

ください。 

④ 申請に要する費用は、全額、申請者の負担とします。 

⑤ 提出された申請書類は、返却しません。 

⑥ 申請書類に係る著作権は、申請者に帰属します。ただし、区

は、区議会への説明や選定結果の公表等の必要な場合には、申請

者の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損

なわれると認められるものを除き、申請者の承諾を得ず、無償で

申請書類の内容を使用できるものとします。 

⑦ 申請書類に不足・不備がないように、十分注意してください。 

⑧ １団体が複数の申請をすることはできません。 

⑨ 共同事業体による申請の場合、申請書類提出後の代表法人等の

変更は認めません。また、申請書類提出後の構成法人等の追加は

認めません。 

⑩ 申請した１法人等が別の共同事業体の構成法人等となること、

また、１法人等が複数の共同事業体の構成法人等になることはで

きません。 

⑪ 申請を辞退する場合は、「辞退届」（別紙○）を提出してくだ

さい。申請書類の受付期限前に限り、提出された申請書類は返却

します。 

４ 選定手続                                        

  指定管理者は、「墨田区指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」にお

いて選定します。 

 ⑴ 一次審査 
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  申請書類の形式的な要件具備について審査し、二次審査を行う申請者を選定します。

申請者多数の場合は、４者を通過者とします。 

⑵ 二次審査 

  一次審査通過者を対象にプレゼンテーション及び質疑を実施し、審査を行います。プ

レゼンテーションの時間は、１者につき○分以内とします。 

⑶ 指定管理者の選定方法 

   選定委員会において、評価が最も高い申請者を指定管理者として選定します。ただ

し、一定の水準を満たさない場合等には、指定管理者を選定しないことがあります。 

 ⑷ 選定評価基準 

   二次審査及び選定委員会における評価基準は、別紙○のとおりです。なお、一次審査

において、申込者多数の場合、同様の評価基準に基づき通過者を決定します。 

 ⑸ 審査結果の通知及び公表 

   一次審査の結果通知は、全ての申請者（共同事業体で申請した場合は、代表法人等宛

て）に郵送します。 

なお、一次審査通過者には、二次審査の詳細（日時・場所等）も併せて通知します。 

   二次審査の結果（選定委員会における選定結果）通知は、二次審査の対象となった全

ての申請者（共同事業体で申請した場合は、代表法人等宛て）に郵送にて行います。 

   なお、審査結果に係る問合せには、お答えしません。 

 ⑹ 審査結果の公開 

   審査結果の情報について、情報公開条例第５条の規定による情報公開請求があった場

合は、情報公開条例第６条の規定により公開します。 

 ⑺ 留意事項 

   選定過程において、次のいずれかに該当した場合は、失格とします。 

  ア 指定管理者が選定されるまでの間に、自己の有利になる目的のため、本件の募集又

は選定の業務に従事する区職員又は関係者への接触等を行った場合 

  イ 他の申請者の申請を妨害した場合 

  ウ 提出された申請書類に虚偽又は不正の記載があった場合 

５ 指定手続                                        

  指定管理者の指定は、令和○○年度墨田区議会定例会○○月議会での議決を経て行う予

定です。 

なお、議決後、全ての申請者に対し、指定申請に対する決定（指定又は不指定）を通知

します。 

第５章 指定後の手続 

１ 協定等の締結                                      

  区と指定管理者とは協議を行い、本施設の管理運営に関して、指定期間中の包括的な事

項を定める協定及び年度ごとの事項を定める覚書を締結します。 

  協定及び覚書で定める予定の主な事項は、次のとおりです。 
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⑴ 協定で定める事項 

  ア 指定業務の範囲及び実施条件に関する事項 

  イ 指定業務の実施等に関する事項 

ウ 物品の取扱いに関する事項 

  エ 業務実施に係る確認事項に関する事項 

オ 指定管理料及び利用料金に関する事項 

  カ 損害賠償及び不可抗力に関する事項 

  キ 指定期間の満了に関する事項 

  ク 指定の取消しに関する事項 

  ケ その他管理運営に必要な事項 

 ⑵ 覚書で定める事項 

  ア 業務内容の詳細に関する事項 

  イ 指定管理料の額及び支払方法に関する事項 

  ウ その他管理運営に必要な事項 

 ⑶ 留意事項 

   指定管理者の予定者が、協定の締結までに、社会的信用を著しく損なう事態を招くな

どにより、指定管理者としてふさわしくないと認められる場合は、その指定を取り消

し、協定を締結しないことがあります。 

２ 管理運営業務開始に向けた準備                              

 ⑴ 事業計画等の承認 

   指定管理者は、指定業務の実施に当たって、事業計画書、収支予算書、情報公開に関

する規程等の書類をあらかじめ区に提出し、承認を受ける必要があります。 

   なお、区は、指定管理者が申請時に提案した内容を最大限尊重することとしますが、

事前の協議において、提案内容の変更等を指示する場合があります。 

 ⑵ 管理運営業務の引継ぎ 

指定管理者は、区又は区が指定する者との間で、指定業務の開始に向けて、随時協議

等を行います。なお、協議等により指定管理者に生じた経費は、指定管理者の負担とし

ます。 

第６章 その他 

１ モニタリング等の実施                                  

 ⑴ 事業報告書 

指定管理者は、日報を作成するとともに、毎月の指定業務の履行状況等に関する報告

書を定められた期日までに区へ提出してください。 

また、毎年度終了後３０日を経過する日までに、１年間の施設の管理業務に関する報

告書を区へ提出してください。 

 ⑵ 利用者アンケート 
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指定管理者は、施設利用者の満足度、意見、要望等を把握し、指定業務に反映させる

ため、利用者アンケートを年１回以上実施してください。アンケート結果については、

結果を分析し、評価した上で、区に報告するとともに、公表に努めてください。 

 ⑶ 自己評価 

指定管理者は、指定業務の実施内容が区の要求水準、区が承認した事業計画に適合し

ているかの自己評価を行い、結果を区に報告してください。 

⑷ 区によるモニタリング 

区は、指定業務が適切かつ効率的に実施されているかを確認するため、指定管理者へ

のヒアリングや実地調査等を行います。 

⑸ 監査の実施 

指定管理者は、指定業務に係る出納その他の事務の執行について、区監査委員による

監査を受ける場合があります。その際は、必要な帳簿等の書類の提出をするとともに、

調査等に応じなければなりません。 

 ⑹ 公契約条例に基づく労働条件等の報告 

   本指定期間は、墨田区公契約条例の対象となります。指定管理者は、条例に基づき、 

労働条件等に関する事項報告書を提出し、区の確認を得る必要があります。 

⑺ その他 

指定管理者は、区が実施する労務環境モニタリングや第三者評価等の審査及びその審

査に必要な書類の提出等に協力してください。 

２ 第三者への業務の委託                                  

  指定管理者は、指定業務の全てを第三者に委託することはできませんが、事前に区の承

認を受けた上で、施設の清掃業務・警備業務・保守点検業務などの管理業務の一部を第三

者に委託することができます。 

  なお、第三者に委託する際には、可能な限り区内企業の活用に努めてください。 

３ 物品の取扱い                                      

  指定業務に使用する物品の取扱いについては、次のとおりです。 

 ⑴ 区が貸与する物品を除き、指定業務の実施に必要な物品は、指定管理者が購入し、又

は調達するものとします。なお、指定管理料又は利用料金収入により購入し、又は調達

した物品に係る所有権等は、区に帰属するものとします。 

 ⑵ 区が貸与した物品が経年劣化等により指定業務の実施の用に供することができなくな

ったときは、指定管理者との協議により、必要に応じて区が貸与した物品の代替となる

物品を購入し、又は調達するものとします。 

 ⑶ 指定管理者は、故意若しくは過失により区が貸与した物品又は指定管理料若しくは利

用料金収入により購入等をした物品を毀損し、又は滅失したときは、区と協議を行い、

必要に応じて区に対しこれを弁償し、又は自己の費用で当該物品と同等の機能及び価値

を有するものを購入し、若しくは調達するものとします。この場合の当該物品の所有権

等は、区に帰属するものとします。 
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４ 個人情報の取扱い                                    

⑴ 個人情報の取扱い 

指定管理者は、個人情報保護法に基づき、指定業務に係る個人情報保護の義務を負

い、同法の規定に係る違反は、個人情報保護委員会による是正の勧告、命令等や罰則の

適用の対象となります。 

また、指定管理者及び指定管理者から個人情報を取り扱う業務の一部の委託を受けた

者は、その業務において、区が講じる措置と同等の個人情報の漏えい、滅失又は毀損の

防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じてください。 

≪※指定業務に特定個人情報を取り扱うものがある場合は、次を加えてください。≫ 

なお、指定業務のうち、番号法に基づく特定個人情報を取り扱う業務を行うに当たっ

ては、同法及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに基づき、必要な安

全管理措置等を講じてください。 

⑵ 個人データ等の開示等 

指定管理者は、保有個人データの開示等の請求等（個人情報保護法第３７条第１項に

規定する開示等の請求等をいう。以下同じ。）に関し、請求等を受け付ける方法を定め

て公表する等、開示等の請求等に対応するための体制を整備してください。 

また、指定管理者は、指定業務で取り扱う個人情報のうち個人データに該当しない個

人情報（特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成されていな

いものをいう。）の開示の請求を受けたときは、本人に対し開示するよう努めてくださ

い。 

５ 情報公開の取扱い                                    

  指定管理者は、情報公開条例の趣旨に基づき、指定業務に関する情報の公開を積極的に

行うための必要な規程を定めるとともに、情報公開のための必要な措置を講じてくださ

い。 

  なお、情報公開に関する規程の策定に当たっては、事前に区の承認を得てください。 

６ 危機管理                                        

 ⑴ 指定管理者は、墨田区危機管理基本計画に基づくマニュアル並びに大地震・大洪水及

び新型インフルエンザ等の発生時における業務継続計画を策定し、従事者等に周知徹底

を図るものとします。 

なお、業務継続計画の策定に当たっては、墨田区事業継続計画（地震・風水害編、新

型インフルエンザ編）との整合を図ってください。 

 ⑵ 指定管理者は、災害等の発生により、利用者及び近隣住民の救護が必要な場合は、区

の指示に従い救護を行うものとします。 

また、救護に必要な応急対策用資機材を備蓄し、及び区が実施する訓練、啓発等に協

力するとともに、区との連携に努めなければならないものとします。 

７ 指定の取消し等                                     



資料３－１ 施設名指定管理者募集（又は指定）要項〔ひな型〕（※指定管理料の支払がある施設） 

- 15 - 

  区は、本施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対して必要に応じて報告を求め、

実地調査又は必要な指示を行いますが、指定管理者がその指示に従わないときその他指定

管理者による指定業務の実施を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消

し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部の停止を命じることがあります。 

  なお、指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部の停止を命じた

ことにより指定管理者に損害又は増加費用が生じても、区はその賠償の責めを負いませ

ん。 

８ 指定業務の継続が困難になった場合の措置                         

  指定管理者は、業務の継続が困難となった場合、又はその恐れが生じた場合は、速やか

に区に報告しなければなりません。その際の措置については、次のとおりです。 

 ⑴ 指定管理者の責に帰すべき事由による場合 

   指定管理者の責に帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、区は、指

定の取消しをすることができるものとします。その場合において、区に生じた損害は、

指定管理者が賠償するものとします。 

 ⑵ 区及び指定管理者の責に帰すことのできない事由による場合 

   区及び指定管理者の不可抗力により発生した事故等により、業務の継続が困難になっ

た場合は、指定の取消しの協議をすることができます。区は、この協議の結果、やむを

得ない事情があると判断した場合は、指定の取消しをするものとします。 

９ 指定期間の満了等による管理運営業務の引継ぎ                       

  指定管理者は、指定期間が満了した、又は指定が取り消された際は、施設等の管理運営

上支障がないよう、速やかに区又は区が指定する者に業務を引き継いでください。 

なお、引継ぎに係る費用負担は、指定管理者の負担とします。 

１０ 墨田区公契約条例の遵守                       

  墨田区公契約条例第２条の規定により、指定管理者と取り交わす指定管理協定は、公契

約に該当します。指定管理者は、労働者等（再委託先の労働者も含みます。）の適正な労

働環境を確保するとともに、本施設の運営に当たっては、次に掲げる事項を遵守してくだ

さい。 

 ⑴ 労働報酬下限額 

   労働報酬下限額は、区が年度ごとに定め、告示します。指定管理協定に係る労働者等

には、労働報酬下限額以上の労働報酬を支払っていただく必要があります。※再委託先

の労働者にも適用されます。（適用される労働者の範囲は、区公式ウェブサイトで公開

している「墨田区公契約条例の手引き」を参照してください。） 

労働報酬下限額は、指定期間開始年度以降に労働報酬下限額が改定された場合でも、 

指定期間終了まで指定期間開始年度の労働報酬下限額を適用します。 

指定期間開始年度以降に東京都の最低賃金が指定期間開始年度の労働報酬下限額を上   

回った場合は、最低賃金額を遵守していただくことになります。 

 なお、令和●年度労働報酬下限額は、１時間当たり●●円です。（過去の労働報酬下 
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限額は、区公式ウェブサイトで公開しています。）指定期間開始年度と異なる場合があ 

りますので、留意してください。 

≪労働報酬下限額は、指定管理選定年度の額を参考数値として記載してください。≫ 

 ⑵ 労働条件等に関する事項報告書（チェックシート）の提出 

   指定期間開始後から概ね１か月以内及び毎年度４月末日までに、労働報酬の支払いを 

はじめ、労働関係法令の遵守等の状況を記載した「チェックシート」を区へ提出してい 

ただきます。 

 ⑶ 労働者等に対する周知 

 次の事項を作業所等の見やすい場所に掲示するか、労働者等に書面で交付してくださ

い。再委託先に対しても、周知を行うことについて理解を得てください。 

 ＜周知事項＞ 

ア 労働報酬下限額 

イ 労働報酬下限額の適用対象となる労働者等の範囲 

ウ 申出をする場合の連絡先 

エ 申出をしたことを理由に、解雇・請負契約の解除その他の不利益な取扱いを受けな

いこと。 

オ 再委託先の労働者の場合は、労働報酬下限額以上の額の支払いに対して、指定管理

者が再委託先に対して必要な措置を講じること。 

 ⑷ その他、墨田区公契約条例別表で定められている約定事項 

１１ ○○○○○○○○○○○○○○○○                           

  ≪※区の事業実施による休館の取扱い（選挙の投開票事務の実施場所としての取扱い

等）、施設の修繕計画に基づく休館の取扱い、災害時の指定避難所としての取扱い、公共

施設利用システムに関する取扱い等がある場合は記載してください。≫ 

１２ 問合せ先及び申請書類の提出先                             

  墨田区○○○○部○○○○課○○○○係（墨田区役所○階） 

  所在地 ：〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

  電話番号 ：０３－５６０８－○○○○（直通） 

  ＦＡＸ番号 ：０３－５６０８－○○○○ 

  Ｅメール ：○○○○○@city.sumida.lg.jp 
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別紙○ リスク分担表（甲は墨田区、乙は指定管理者） 

種  類 内    容 
負担者 

甲 乙 

法令等の新設・変更 

施設の管理運営に影響のある法令等の新設・変更 

（他の項目に記載されているものを除く。） 
○  

指定管理者自身に影響のある法令等の新設・変更  ○ 

税制の変更 

施設の管理運営に影響のある税制の新設・変更（税率の変更を含む。） 

（他の項目に記載されているものを除く。） 
○  

法人税、法人住民税等、指定管理者自身に影響のある税制の新設・変更 

（税率の変更を含む。） 
 ○ 

資金調達 
資金調達できなくなったことによる施設の管理運営の中断等  ○ 

甲から乙への指定管理料の支払遅延により生じた損害 ○  

市場環境等の変化 

物件費、人件費等物価の変動に伴う経費の増加  ○ 

金利の変動に伴う経費の増加  ○ 

他施設との競合による利用者又は収入の減少  ○ 

当初の需要見込みと異なる状況の発生による経費の増加、利用者又は収入

の減少 
 ○ 

甲の都合による経費の増加 ○  

利用者への損害賠償 

乙の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合 

（不適切な施設の管理運営による利用者の怪我等） 
 ○ 

甲の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合 ○  

上記以外の事由により利用者に損害を与えた場合 協議 

第三者への損害賠償 

乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合 

（不適切な施設の管理運営による騒音、振動等の苦情等を含む。） 
 ○ 

甲の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合 ○  

上記以外の事由により第三者に損害を与えた場合 協議 

管理運営の中止・中

断 

甲の責めに帰すべき事由又は甲の緊急的事由による管理運営の中止・中断 ○  

乙の責めに帰すべき事由による管理運営の中止・中断  ○ 

上記以外の事由による管理運営の中止・中断 協議 

施設等の損傷 

経年劣化、第三者の行為（相手方が特定できないものを含む。）による管理

施設の損傷のうち、修繕費用が１件につき税込１３０万円未満のもの 
 ○ 

経年劣化、第三者の行為（相手方が特定できないものを含む。）による管理

施設の損傷のうち、修繕費用が１件につき税込１３０万円以上のもの 
○  

乙の責めに帰すべき事由による施設等の損傷  ○ 

上記以外の事由による施設等の損傷 ○  

不可抗力 
不可抗力による管理運営の中止・中断 ○ (※１) 

不可抗力による施設等の損壊における復旧費用 ○ (※２) 

環境問題 

施設又は用地から有害物質等が発生した場合 ○  

施設の管理運営及び自主事業に起因する有害物質の排出・漏えい、騒音、

振動、光、臭気等に関するもの 
 ○ 

セキュリティ 乙の警備不備による損害（盗難、情報の漏えい、犯罪の発生等）  ○ 

事業終了時の費用 指定期間の満了又は指定の取消しの場合における原状回復及び撤収費用  ○ 

※１ 不可抗力により乙に損害又は増加費用が発生した場合、当該損害又は増加費用については、合理性の認め

られる範囲で甲が負担する。 
※２ 損壊復旧に係る費用を乙が付保した保険により補填された場合にあっては、当該補塡された金額相当分に

ついては、甲の負担に含まないものとする。 
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別紙○ 選定評価基準 

評価項目 

１ 利用者サービスの向上 

⑴利用者にとって平等に利用できる環境が整えられているか 

⑵施設の設置目的を達成するための事業計画となっているか 

⑶利用者サービスの向上につながる独自の提案があり、実現が可能か 

⑷利用者の要望・意見等を聴くための手段と業務改善の取組があるか 

２ 効率的・効果的な施設の運営 

⑴施設の設置目的を踏まえた管理・運営方針となっているか 

⑵施設の維持管理経費を節減するための積極的な取組があるか 

⑶提案額は、事業計画を実現するための適正な額となっているか 

⑷区民の雇用や区内企業の活用を図る取組があるか 

⑸利用者の増加策や施設稼働率（利用率）向上への取組は効果的か 

３ 事業計画の遂行能力 

⑴経営状況及び財政基盤は安定しているか 

⑵職員構成・職員数及び組織の管理・運営体制は適切か 

⑶管理責任者及び職員の資格や経験は適切であり、職員のスキルアップに向けた

取組は十分か 

⑷個人情報保護の徹底及び積極的な情報公開を行う計画となっているか 

⑸災害その他緊急時の危機管理体制及び苦情処理体制は明確か 

⑹同種事業に関する本区での実績の有無、他の自治体での実績の有無 
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施設名指定管理者募集（又は指定）要項〔ひな型〕 

（※指定管理料の支払がない施設） 

 

目次 

 

地方自治法第２４４条の２第３項の規定により施設名（以下「本施設」という。）の管理

運営を行う者（以下「指定管理者」という。）を募集します。 

応募者は、本募集要項（以下「募集要項」という。）及び本施設指定管理者要求水準書

（以下「要求水準書」という。）等を十分に理解した上で申請してください。 

第１章 総則 

１ 施設の設置目的及び運営方針                               

  ≪※設置目的は原則として条例等に記載されている内容を記載してください。≫ 

  ≪※運営方針は各施設において定めた内容を記載してください。≫ 

２ 施設概要                                        

 ⑴ 名称 施設名 

 ⑵ 所在地 施設所在地  ≪※施設によっては記載を控える場合有≫ 

 ⑶ 面積 敷地：○○○㎡、延床：○○○㎡ 

 ⑷ 構造・階数 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）、地上○階・地下○階 

 ⑸ 主な施設 ア ○○○○○○○○○○○○○○ 

イ ○○○○○○○○○○○○○○ 

≪※平面図等を貼り付けてください（別添可）。≫ 

 ⑹ 開設年月 平成○○年○月 

３ 休館日及び開館時間                                   

 ⑴ 休館日 

  ア ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

  イ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

 ⑵ 開館時間 

   午前○時○○分から午後○時○○分まで 

※ 指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、休館日及び開館時

間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができます。 ≪※条例上の規定がある場

合≫ 

４ 指定期間                                        

  令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで（○年間） 

  ※ 指定期間中に区が行うモニタリングによる評価の結果が、区が定める水準を満たし

ていれば、次期の指定管理者の選定に当たっては、１回に限り公募によらず、今期の
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指定管理者を選定対象とすることができます。 ≪※指定管理者の指定の手続等に関

する要綱第２条第６号に該当する施設のみ≫ 

  ※ 上記の指定期間中であっても、指定管理者として不適切な対応があった場合、信用

を損なう事態を招いた場合等においては、施設条例名称第○○条の規定により、指定

管理者の指定を取り消し、又は指定業務の全部又は一部を停止する場合があります。 

第２章 管理運営業務 

１ 法令等の遵守                                      

  指定管理者は、業務を行うに当たって、次の法令等を遵守してください。 

 ⑴ 施設条例名称（条例番号。以下「条例」という。） 

 ⑵ 施設条例施行規則名称（規則番号。以下「規則」という。） 

 ⑶ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 ⑷ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７

号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）等の労働関連法規 

 ⑸ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

 ⑹ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号） 

 ⑺ 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

 ⑻ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」と

いう。） 

 ⑼ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号） 

 ⑽ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号） 

 ⑾ 墨田区情報公開条例（平成１３年墨田区条例第３号。以下「情報公開条例」とい

う。） 

 ⑿ 墨田区暴力団排除条例（平成２４年墨田区条例第３７号） 

 ⒀ 墨田区公契約条例（令和５年墨田区条例第３１号） 

⒁ その他 

≪※指定業務に特定個人情報を取り扱うものがある場合は、「行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号

法」という。）」を加えてください。≫ 

⒂ その他本施設の管理運営に必要な法令 

２ 管理の基準                                       

  指定管理者は、業務を行うに当たって、次の基準に従ってください。 

 ⑴ 条例、規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。 

 ⑵ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 ⑶ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 ≪※条例に記載されている内容を記載してください。≫ 

３ 業務の分類                                       

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html
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  指定管理者が行う業務の分類は、次のとおりです。 

 ⑴ 指定業務 

ア 指定事業 

    本施設の設置目的の範囲内で区が要求水準書等で業務内容を指定し、指定管理者が

利用料金、事業収入等を充当して実施する事業です。 

  イ 提案事業 

    本施設の設置目的の範囲内で指定管理者が企画・提案した事業で、指定管理者が利

用料金、事業収入等を充当して実施する事業です。 

なお、提案事業の実施に当たっては、事前に区と協議の上決定し、指定業務として

実施します。 

 ⑵ 自主事業 

   本施設の設置目的に合致し、かつ、指定業務の実施を妨げない範囲において、指定管

理者が自己の費用と責任において実施できる事業です。 

自主事業の実施に当たっては、利用者サービスの向上に資することなどを条件とし、

事前に区に自主事業に係る事業計画書を提出し、承認を得る必要があります。 

なお、区の責めに帰すべき事由又は指示により自主事業の実施が中止又は休止となっ

た場合において、指定管理者に損失が生じても、区は当該損失を補償しません。 

４ 業務の範囲及び要求水準                                 

  指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりです。具体的な業務内容及び要求水準は、

要求水準書を参照してください。 

  なお、○○○○○○○○に関する事業内容について、民間団体のノウハウ等を活用し、

提案事業として提案してください。 ≪※指定管理者から提案事業を求める場合≫ 

 ⑴ 施設の管理運営に関すること。 

 ⑵ ○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ⑶ ○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ⑷ ○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ⑸ ○○○○○○○○○○○○○○○ 

５ 区と指定管理者とのリスク分担                              

  区と指定管理者との基本的なリスクの分担は、別紙○のとおりとします。 

第３章 管理運営経費 

１ 基本的考え方                                     

  本施設では、利用料金制度を導入します。 

  指定管理者は、本施設の管理運営に必要と見込まれる経費（以下「管理運営経費」とい

う。）を、利用者が支払う利用料金、自らが企画・実施する各事業の収入（利用者から徴

収する実費相当の料金。以下「事業収入」という。）等をもって賄うものとします。 
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  なお、管理運営経費は、申請時に提案された金額を基に、協議によって決定し、原則と

して指定期間中は変更しないものとします。ただし、管理運営経費のうち、区が指定する

経費については、年度ごとに区が基準額を定め、実績額を管理運営経費に加えるものとし

ます。 

２ 指定管理料の支払                                    

  本施設は、管理運営経費の全部を利用料金等の収入で賄うため、原則として区から指定

管理料は支払わないものとします。 

３ 指定管理者の収入・支出として見込まれるもの                       

 ⑴ 収入 

  ア 利用料金（○○○○○○○○○○○○○○○） 

  イ 事業収入（事業の参加費、原材料費等） 

  ウ その他（各種助成金、協賛金等） 

 ⑵ 支出 

  ア 人件費 

  イ 管理費（光熱水費、保守点検費、備品修繕費等） 

  ウ 事業費（事業実施経費、消耗品費等（提案事業に係る経費を含む。）） 

  エ その他（施設賠償責任保険、負担金、租税公課等） 

  ※ 利用料金制度を導入する本施設の業務については、事業所税の課税対象となる可能

性があります。詳しくは、管轄の都税事務所に確認してください。 

 ⑶ 上記⑴、⑵のほか、自主事業を実施する場合は、自主事業の実施に伴う収入及び支出

が見込まれます。 

４ 会計の管理                                       

  指定業務に係る会計は、指定管理者が属する法人等の会計と区分し、経理を明確にして

ください。指定業務に係る経費の収支状況については、区と同様に高い透明性が求められ

ることから、これを適切に管理するため、専用の口座を開設してください。 

なお、専用口座の運用に当たっては、ペイオフ制度への対策を講じ、損害を被ることの

ないよう留意してください。 

  自主事業に係る会計は、指定業務と区分して、指定業務の専用口座とは別の口座により

管理をしてください。 

５ 利用料金                                        

⑴ 利用料金について 

   指定管理者は、本施設の利用者が支払う利用料金を自身の収入とすることができま

す。利用料金の額は、条例に定める額（以下参照（又は別紙○参照））の範囲内で、指

定管理者が区の承認を得て定めます。 
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なお、条例及び規則に規定する利用料金の減額又は免除の基準に基づく利用料金収入

の減少分については、別途補填はしません。 

利用料金の額の承認の基準は、次のとおりです。 

  ア 施設等の維持管理に係る経費及び類似の施設の料金と比較して著しく低額でないこ

と。 

  イ 料金の区分が合理的であり、必要以上に細分化されるなど利用者にとって複雑なも

のとなっていないこと。 

≪※利用料金表等を貼り付けてください（別添可）。≫ 

 ⑵ 利用料金収入に係る区への納付金の取扱い 

  ア 指定期間中の各年度における当初の利用料金収入見込額、事業収入見込額、その他

収入見込額の総額が管理運営経費を上回る場合は、その上回る額に相当する額を区に

納付してください。 

  イ 指定期間中の各年度における利用料金収入の実績額が当初の計画額を上回った場

合、その上回った額の２分の１に相当する額を区に納付してください。 

また、利用料金収入の実績額が当初の計画額を下回った場合であっても、区は不足

額を補填しません。 

６ 収支計画の作成に係る留意事項                                   

  管理運営経費の見積り及び指定業務に係る収支計画の作成に当たっては、次の事項に留

意し、募集要項及び要求水準書の内容を十分に理解した上で提案してください。 

⑴ 管理運営経費の標準額 

要求水準を満たすために要する必要最低限の経費として、区が設定する標準的な管理

運営経費は、１年につき○,○○○,○○○,○○○円です。 

なお、自主事業の実施に係る費用及び収入は、管理運営経費の算定には含みません。 

 ⑵ 物品の貸与等 

指定業務に必要な物品のうち、別紙○に掲げる物品は区が用意し、無償で貸与しま

す。日常的に必要な消耗品及び事業等で特別に用意する必要がある物品は、指定管理者

が購入又は調達をしてください。 

なお、利用料金収入で購入又は調達をした物品の所有権又は使用権は、区に帰属する

ものとします。 

 ≪※リース物件に係る借上料の支払を指定管理者に行わせる場合は、「上記の区が用意す

る物品のうち、○○○○○○○○に係る借上料の支払は、指定管理者が行うものとし、

その費用は管理運営経費に含めるものとします。」を加えてください。≫ 

 ⑶ 光熱水費 

過去○○年間の光熱水費の実績は、以下のとおり（又は別紙○のとおり）です。 

 ≪※新築又は改築等する施設は、上記を「初年度の光熱水費（電気・ガス・水道（下水道

含む）料金）は区が基準額を定め、実績額を管理運営経費に加えるので、今回提案する

管理運営経費には含めないでください。なお、次年度（指定期間２年目）以降は、初年
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度の実績を踏まえ、区と指定管理者との協議の上で光熱水費を決定します。」としてく

ださい。≫ 

 ⑷ 施設修繕費 

１件につき税込１３０万円未満の施設の修繕は指定管理者が行います。なお、当該修

繕に係る経費は区が基準額を定め、実績額を管理運営経費に加えるので、今回提案する

管理運営経費には含めないでください。 

 ≪※区が基準額を定める対象経費は、施設に応じて適宜修正してください。≫ 

 ⑸ 施設の利用実績 

過去○○年間の施設別の利用件数、利用人数、利用料金収入、利用料金の減額又は免

除の実績は、以下のとおり（又は別紙○のとおり）です。 

なお、利用料金収入見込額は、前年度の利用実績を踏まえて算定してください。施設

稼働率（利用率）の向上に係る提案により、利用実績に加算して算定しても構いませ

ん。 

 ⑹ 保険の加入 

特別区自治体総合賠償責任保険の補償と同等以上の施設賠償責任保険及び第三者賠償

責任保険（区と指定管理者を被保険者とするもの）に加入してください。 

なお、区は○○○保険及び○○○保険を付保します。 

 ≪※火災保険、施設賠償責任保険、第三者賠償責任保険等の施設の管理運営業務に必要な

保険について記載してください。≫ 

 ⑺ 本部経費 

法人において、本部経費（指定業務の実施に必要な法人の本部（本社）等からの支援

に係る間接的な経費）を計上する場合は、検証可能なものに限られるものとし、その具

体的な支出内容、算出方法、算出根拠を必ず明記してください。 

 ⑻ 労働報酬下限額 

   指定管理協定は、墨田区公契約条例による労働報酬下限額が適用されます。人件費 

の積算にあたり、提案時に想定している労働報酬下限額（１時間あたりの額）を収支計

画書に明記してください。（第６章１０「墨田区公契約条例の遵守」を併せてご確認く

ださい。） 

 ⑼ ≪※必要に応じて留意事項を追加してください。≫ 

第４章 募集・選定手続（又は選定手続） 

１ 募集・選定スケジュール（又は選定スケジュール）                 

募集説明会 令和○○年○○月○○日（○） 

質問の受付期限 令和○○年○○月○○日（○） 

質問に対する回答 令和○○年○○月○○日（○） 

申請書類の受付期限 令和○○年○○月○○日（○） 

一次審査（書類審査）結果の通知 令和○○年○○月○○日（○） 

二次審査（プレゼンテーション） 令和○○年○○月○○日（○） 
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選定結果の通知 令和○○年○○月○○日（○） 

区議会による指定管理者の議決（予定） 令和○○年○○月○○日（○） 

指定管理者による運営開始（予定） 令和○○年○○月○○日（○） 

２ 申請資格                                    

 ⑴ 申請資格 

   地方自治法第２４４条の２第３項に規定する法人その他の団体（以下「法人等」とい

う。） 

 ※ 法人格は必要ありませんが、個人での申請はできません。 

 ※ 複数の法人等から構成される団体（以下「共同事業体」という。）でも申請可能

です。 

≪※指定業務の実施に当たり上記資格の変更やその他資格の追加等が必要な場合は、適

宜修正してください。≫ 

 ⑵ 応募の制限 

   次のいずれかに該当する法人等は、応募者となることができません。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に規定す

る者に該当する法人等 

イ 墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨総契

第３８７号）による指名停止を受けている法人等 

  ウ 宗教活動又は特定の公職者（候補者を含む。）若しくは政党を推薦、支持若しくは

反対をすることを主たる目的とした法人等 

  エ 法人等又はその役員若しくは使用人（以下「法人・役員等」という。）が次の①か

ら④のいずれかに該当するもの 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規

定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

（以下「暴力団等」という。）又は暴力団等が法人等の経営に実質的に関与してい

るとき。 

② 法人・役員等若しくは第三者の不正な利益を図るため、又は第三者に損害を加え

るために暴力団等を利用したと認められるとき。 

③ 暴力団等に対して、直接的又は間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与

え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。 

④ 暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 

  オ 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契第１

３５号）第４条第１項の規定による入札参加除外措置を受けている法人等 

  ※ 共同事業体による申請の場合は、その構成法人等の全てが上記の要件に該当してい

ない必要があります。 

３ 申請手続                                        

 ⑴ 募集要項等の配布 
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   区の公式ウェブサイトからダウンロードしてください。窓口での配布は行いません。 

   墨田区公式ウェブサイト：http://www.city.sumida.lg.jp 

 ＜掲載場所＞ 

 ⑵ 募集説明会（現地説明会） 

開催日時 
令和○○年○○月○○日（○）午前○○時から午前○○時まで 

（受付は午前○○時○○分から） 

開催場所 施設名（施設所在地） 

申込方法 

「募集説明会参加申込書」（別紙○）に必要事項を記入の上、ファ

クス又は電子メールで令和○○年○○月○○日（○）までにお申し

込みください。 

参加人数 １団体につき○名までとしてください。 

留意事項 
ファクス及び電子メールの送信後、受信確認のため電話連絡をして

ください。 

 ⑶ 質問の受付 

   募集要項等に関する質問の受付は、次のとおりです。 

   指定管理者の選定が終了するまでの間は、本受付以外の方法での質問は受け付けませ

ん。ただし、申請手続及び提出書類に関する質問は除きます。 

受付期間 
令和○○年○○月○○日（○）から令和○○年○○月○○日（○）

まで 

質問方法 
「質問書」（別紙○）に質問内容を記入の上、電子メールで提出し

てください。 

回答方法 
募集説明会に参加した全ての法人等に同じ内容を電子メールで回答

します。 

留意事項 電子メールの送信後、受信確認のため電話連絡をしてください。 

 ⑷ 申請書類 

   申請に際し提出が必要な書類は、次のとおりです。ただし、スからソについては、該

当する場合のみ提出してください。 

   共同事業体で申請する場合は、代表法人等が構成法人等の書類をまとめて提出してく

ださい。なお、各構成法人等は、イからケ及びシのみ提出してください。 

提出書類 様式 

ア 指定管理者指定申請書 第１号様式 

イ 法人等の概要 第２号様式 

ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 － 

エ 

法人の履歴事項全部証明書（法人以外の団体にあっては、代

表者の住民票の写し） ※ 申請日前３か月以内に発行され

たもの 

－ 
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オ 役員の経歴書（役員構成、氏名及び経歴） － 

カ 申請日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 － 

キ 直近２事業年度分の事業報告書及び収支決算書 － 

ク 直近２事業年度分の法人税確定申告書及び決算報告書の写し － 

ケ 
法人等の設立趣旨、活動内容、組織、運営等に関する事項の

概要がわかるもの（会社案内等のパンフレット等でも可） 
－ 

コ 指定業務に係る事業計画書 第３号様式 

サ 指定業務に係る収支計画書 第４号様式 

シ 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書 第５号様式 

ス 共同事業体資格認定申請書 第６号様式 

セ 共同事業体協定書 ※ 一綴りにし、割印をすること。 第７号様式 

ソ 自主事業に係る事業計画書及び収支計画書 第８号様式 

タ 選定評価項目対照表 第９号様式 

チ その他  

提出部数 

○○部（原本１部、写し○○部） 

※ 紙文書による提出のほか、電子データ（ＰＤＦ形式）での提出

もお願いします。 

留意事項 

① 用紙サイズは、パンフレットを除き、原則Ａ４判とします。や

むを得ない場合は、Ａ３判をＡ４判の大きさに折ったものも可と

します。両面複写でも構いません。 

② 申請書類一式を上記提出書類ア～●の順番にフラットファイル

等に綴り、書類ごとにインデックス等を付し、書類の種類を判別

することができるようにしてください。また、任意の表紙・背表

紙（申請者名入り）を付してください。 

 ⑸ 申請書類の受付 

申請書類の受付は、次のとおりです。なお、申請書類の提出をもって、募集要項の記

載事項を承諾し、応募があったものとみなします。 

受付期間 

令和○○年○○月○○日（○）まで（ただし、土・日・祝日を除

く。） 

※ 受付時間は、各日、午前９時から午後５時まで 

受付方法 

墨田区役所（墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号）○階・墨田区○○

○○部○○○○課○○○○○係の窓口へ申請書類を持参してくださ

い。 

留意事項 

① 令和○○年○○月○○日（○）午後５時以降は、申請書類の受

付はできません。 

② 申請書類の受付後は、区が求めた場合を除き、提出書類の差し

替え、追加等の変更はできません。 
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③ 申請書類の提出時に、一次審査結果通知用の長３サイズの封筒

（宛先を記入し、○○円切手を貼付したもの）を併せて提出して

ください。 

④ 申請に要する費用は、全額、申請者の負担とします。 

⑤ 提出された申請書類は、返却しません。 

⑥ 申請書類に係る著作権は、申請者に帰属します。ただし、区

は、区議会への説明や選定結果の公表等の必要な場合には、申請

者の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損

なわれると認められるものを除き、申請者の承諾を得ず、無償で

申請書類の内容を使用できるものとします。 

⑦ 申請書類に不足・不備がないように、十分注意してください。 

⑧ １団体が複数の申請をすることはできません。 

⑨ 共同事業体による申請の場合、申請書類提出後の代表法人等の

変更は認めません。また、申請書類提出後の構成法人等の追加は

認めません。 

⑩ 申請した１法人等が別の共同事業体の構成法人等となること、

また、１法人等が複数の共同事業体の構成法人等になることはで

きません。 

⑪ 申請を辞退する場合は、「辞退届」（別紙○）を提出してくだ

さい。申請書類の受付期限前に限り、提出された申請書類は返却

します。 

４ 選定手続                                        

  指定管理者は、「墨田区指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」にお

いて選定します。 

 ⑴ 一次審査 

  申請書類の形式的な要件具備について審査し、二次審査を行う申請者を選定します。

申請者多数の場合は、４者を通過者とします。 

⑵ 二次審査 

  一次審査通過者を対象にプレゼンテーション及び質疑を実施し、審査を行います。プ

レゼンテーションの時間は、１者につき○分以内とします。 

⑶ 指定管理者の選定方法 

   選定委員会において、評価が最も高い申請者を指定管理者として選定します。ただ

し、一定の水準を満たさない場合等には、指定管理者を選定しないことがあります。 

 ⑷ 選定評価基準 

   二次審査及び選定委員会における評価基準は、別紙○のとおりです。なお、一次審査

において、申込者多数の場合、同様の評価基準に基づき通過者を決定します。 

 ⑸ 審査結果の通知及び公表 
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   一次審査の結果通知は、全ての申請者（共同事業体で申請した場合は、代表法人等宛

て）に郵送します。 

なお、一次審査通過者には、二次審査の詳細（日時・場所等）も併せて通知します。 

   二次審査の結果（選定委員会における選定結果）通知は、二次審査の対象となった全

ての申請者（共同事業体で申請した場合は、代表法人等宛て）に郵送にて行います。 

   なお、審査結果に係る問合せには、お答えしません。 

 ⑹ 審査結果の公開 

   審査結果の情報について、情報公開条例第５条の規定による情報公開請求があった場

合は、情報公開条例第６条の規定により公開します。 

 ⑺ 留意事項 

   選定過程において、次のいずれかに該当した場合は、失格とします。 

  ア 指定管理者が選定されるまでの間に、自己の有利になる目的のため、本件の募集又

は選定の業務に従事する区職員又は関係者への接触等を行った場合 

  イ 他の申請者の申請を妨害した場合 

  ウ 提出された申請書類に虚偽又は不正の記載があった場合 

５ 指定手続                                        

  指定管理者の指定は、令和○○年度墨田区議会定例会○○月議会での議決を経て行う予

定です。 

なお、議決後、全ての申請者に対し、指定申請に対する決定（指定又は不指定）を通知

します。 

第５章 指定後の手続 

１ 協定等の締結                                      

  区と指定管理者とは協議を行い、本施設の管理運営に関して、指定期間中の包括的な事

項を定める協定及び年度ごとの事項を定める覚書を締結します。 

  協定及び覚書で定める予定の主な事項は、次のとおりです。 

⑴ 協定で定める事項 

  ア 指定業務の範囲及び実施条件に関する事項 

  イ 指定業務の実施等に関する事項 

ウ 物品の取扱いに関する事項 

  エ 業務実施に係る確認事項に関する事項 

オ 指定管理料及び利用料金に関する事項 

  カ 損害賠償及び不可抗力に関する事項 

  キ 指定期間の満了に関する事項 

  ク 指定の取消しに関する事項 

  ケ その他管理運営に必要な事項 

 ⑵ 覚書で定める事項 

  ア 業務内容の詳細に関する事項 
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  イ 指定管理料の額及び支払方法に関する事項 

  ウ その他管理運営に必要な事項 

 ⑶ 留意事項 

   指定管理者の予定者が、協定の締結までに、社会的信用を著しく損なう事態を招くな

どにより、指定管理者としてふさわしくないと認められる場合は、その指定を取り消

し、協定を締結しないことがあります。 

２ 管理運営業務開始に向けた準備                              

 ⑴ 事業計画等の承認 

   指定管理者は、指定業務の実施に当たって、事業計画書、収支予算書、情報公開に関

する規程等の書類をあらかじめ区に提出し、承認を受ける必要があります。 

   なお、区は、指定管理者が申請時に提案した内容を最大限尊重することとしますが、

事前の協議において、提案内容の変更等を指示する場合があります。 

 ⑵ 管理運営業務の引継ぎ 

指定管理者は、区又は区が指定する者との間で、指定業務の開始に向けて、随時協議

等を行います。なお、協議等により指定管理者に生じた経費は、指定管理者の負担とし

ます。 

第６章 その他 

１ モニタリング等の実施                                  

 ⑴ 事業報告書 

指定管理者は、日報を作成するとともに、毎月の指定業務の履行状況等に関する報告

書を定められた期日までに区へ提出してください。 

また、毎年度終了後３０日を経過する日までに、１年間の施設の管理業務に関する報

告書を区へ提出してください。 

 ⑵ 利用者アンケート 

指定管理者は、施設利用者の満足度、意見、要望等を把握し、指定業務に反映させる

ため、利用者アンケートを年１回以上実施してください。アンケート結果については、

結果を分析し、評価した上で、区に報告するとともに、公表に努めてください。 

 ⑶ 自己評価 

指定管理者は、指定業務の実施内容が区の要求水準、区が承認した事業計画に適合し

ているかの自己評価を行い、結果を区に報告してください。 

⑷ 区によるモニタリング 

区は、指定業務が適切かつ効率的に実施されているかを確認するため、指定管理者へ

のヒアリングや実地調査等を行います。 

⑸ 監査の実施 

指定管理者は、指定業務に係る出納その他の事務の執行について、区監査委員による

監査を受ける場合があります。その際は、必要な帳簿等の書類の提出をするとともに、

調査等に応じなければなりません。 
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 ⑹ 公契約条例に基づく労働条件等の報告 

   本指定期間は、墨田区公契約条例の対象となります。指定管理者は、条例に基づき、 

労働条件等に関する事項報告書を提出し、区の確認を得る必要があります。 

⑺ その他 

指定管理者は、区が実施する労務環境モニタリングや第三者評価等の審査及びその審

査に必要な書類の提出等に協力してください。 

２ 第三者への業務の委託                                  

  指定管理者は、指定業務の全てを第三者に委託することはできませんが、事前に区の承

認を受けた上で、施設の清掃業務・警備業務・保守点検業務などの管理業務の一部を第三

者に委託することができます。 

  なお、第三者に委託する際には、可能な限り区内企業の活用に努めてください。 

３ 物品の取扱い                                      

  指定業務に使用する物品の取扱いについては、次のとおりです。 

 ⑴ 区が貸与する物品を除き、指定業務の実施に必要な物品は、指定管理者が購入し、又

は調達するものとします。なお、利用料金収入により購入し、又は調達した物品に係る

所有権等は、区に帰属するものとします。 

 ⑵ 区が貸与した物品が経年劣化等により指定業務の実施の用に供することができなくな

ったときは、指定管理者との協議により、必要に応じて区が貸与した物品の代替となる

物品を購入し、又は調達するものとします。 

 ⑶ 指定管理者は、故意又は過失により区が貸与した物品若しくは利用料金収入により購

入等をした物品を毀損し、又は滅失したときは、区と協議を行い、必要に応じて区に対

しこれを弁償し、又は自己の費用で当該物品と同等の機能及び価値を有するものを購入

し、若しくは調達するものとします。この場合の当該物品の所有権等は、区に帰属する

ものとします。 

４ 個人情報の取扱い                                    

⑴ 個人情報の取扱い 

指定管理者は、個人情報保護法に基づき、指定業務に係る個人情報保護の義務を負

い、同法の規定に係る違反は、個人情報保護委員会による是正の勧告、命令等や罰則の

適用の対象となります。 

また、指定管理者及び指定管理者から個人情報を取り扱う業務の一部の委託を受けた

者は、その業務において、区が講じる措置と同等の個人情報の漏えい、滅失又は毀損の

防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じてください。 

≪※指定業務に特定個人情報を取り扱うものがある場合は、次を加えてください。≫ 

なお、指定業務のうち、番号法に基づく特定個人情報を取り扱う業務を行うに当たっ

ては、同法及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに基づき、必要な安

全管理措置等を講じてください。 

⑵ 個人データ等の開示等 
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指定管理者は、保有個人データの開示等の請求等（個人情報保護法第３７条第１項に

規定する開示等の請求等をいう。以下同じ。）に関し、請求等を受け付ける方法を定め

て公表する等、開示等の請求等に対応するための体制を整備してください。 

また、指定管理者は、指定業務で取り扱う個人情報のうち個人データに該当しない個

人情報（特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成されていな

いものをいう。）の開示の請求を受けたときは、本人に対し開示するよう努めてくださ

い。 

５ 情報公開の取扱い                                    

  指定管理者は、情報公開条例の趣旨に基づき、指定業務に関する情報の公開を積極的に

行うための必要な規程を定めるとともに、情報公開のための必要な措置を講じてくださ

い。 

  なお、情報公開に関する規程の策定に当たっては、事前に区の承認を得てください。 

６ 危機管理                                        

 ⑴ 指定管理者は、墨田区危機管理基本計画に基づくマニュアル並びに大地震・大洪水及

び新型インフルエンザ等の発生時における業務継続計画を策定し、従事者等に周知徹底

を図るものとします。 

なお、業務継続計画の策定に当たっては、墨田区事業継続計画（地震・風水害編、新

型インフルエンザ編）との整合を図ってください。 

 ⑵ 指定管理者は、災害等の発生により、利用者及び近隣住民の救護が必要な場合は、区

の指示に従い救護を行うものとします。 

また、救護に必要な応急対策用資機材を備蓄し、及び区が実施する訓練、啓発等に協

力するとともに、区との連携に努めなければならないものとします。 

７ 指定の取消し等                                     

  区は、本施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対して必要に応じて報告を求め、

実地調査又は必要な指示を行いますが、指定管理者がその指示に従わないときその他指定

管理者による指定業務の実施を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消

し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部の停止を命じることがあります。 

  なお、指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部の停止を命じた

ことにより指定管理者に損害又は増加費用が生じても、区はその賠償の責めを負いませ

ん。 

８ 指定業務の継続が困難になった場合の措置                         

  指定管理者は、業務の継続が困難となった場合、又はその恐れが生じた場合は、速やか

に区に報告しなければなりません。その際の措置については、次のとおりです。 

 ⑴ 指定管理者の責に帰すべき事由による場合 
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   指定管理者の責に帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、区は、指

定の取消しをすることができるものとします。その場合において、区に生じた損害は、

指定管理者が賠償するものとします。 

 ⑵ 区及び指定管理者の責に帰すことのできない事由による場合 

   区及び指定管理者の不可抗力により発生した事故等により、業務の継続が困難になっ

た場合は、指定の取消しの協議をすることができます。区は、この協議の結果、やむを

得ない事情があると判断した場合は、指定の取消しをするものとします。 

９ 指定期間の満了等による管理運営業務の引継ぎ                       

  指定管理者は、指定期間が満了した、又は指定が取り消された際は、施設等の管理運営

上支障がないよう、速やかに区又は区が指定する者に業務を引き継いでください。 

なお、引継ぎに係る費用負担は、指定管理者の負担とします。 

１０ 墨田区公契約条例の遵守                       

  墨田区公契約条例第２条の規定により、指定管理者と取り交わす指定管理協定は、公契

約に該当します。指定管理者は、労働者等（再委託先の労働者も含みます。）の適正な労

働環境を確保するとともに、本施設の運営に当たっては、次に掲げる事項を遵守してくだ

さい。 

 ⑴ 労働報酬下限額 

   労働報酬下限額は、区が年度ごとに定め、告示します。指定管理協定に係る労働者等 

には、労働報酬下限額以上の労働報酬を支払っていただく必要があります。※再委託先

の労働者にも適用されます。（適用される労働者の範囲は、区公式ウェブサイトで公開

している「墨田区公契約条例の手引き」を参照してください。） 

労働報酬下限額は、指定期間開始年度以降に労働報酬下限額が改定された場合でも、 

指定期間終了まで指定期間開始年度の労働報酬下限額を適用します。 

指定期間開始年度以降に東京都の最低賃金が指定期間開始年度の労働報酬下限額を上   

回った場合は、最低賃金額を遵守していただくことになります。 

 なお、令和●年度労働報酬下限額は、１時間当たり●●円です。（過去の労働報酬下 

限額は、区公式ウェブサイトで公開しています。）指定期間開始年度と異なる場合があ 

りますので、留意してください。 

≪労働報酬下限額は、指定管理選定年度の額を参考数値として記載してください。≫ 

 ⑵ 労働条件等に関する事項報告書（チェックシート）の提出 

   指定期間開始後から概ね１か月以内及び毎年度４月末日までに、労働報酬の支払いを 

はじめ、労働関係法令の遵守等の状況を記載した「チェックシート」を区へ提出してい 

ただきます。 

 ⑶ 労働者等に対する周知 

  次の事項を作業所等の見やすい場所に掲示するか、労働者等に書面で交付してくださ

い。再委託先に対しても、周知を行うことについて理解を得てください。 

 ＜周知事項＞ 
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  ア 労働報酬下限額 

イ 労働報酬下限額の適用対象となる労働者等の範囲 

ウ 申出をする場合の連絡先 

エ 申出をしたことを理由に、解雇・請負契約の解除その他の不利益な取扱いを受けな

いこと。 

オ 再委託先の労働者の場合は、労働報酬下限額以上の額の支払いに対して、指定管理

者が再委託先に対して必要な措置を講じること。 

 ⑷ その他、墨田区公契約条例別表で定められている約定事項 

１１ ○○○○○○○○○○○○○○○○                           

  ≪※区の事業実施による休館の取扱い（選挙の投開票事務の実施場所としての取扱い

等）、施設の修繕計画に基づく休館の取扱い、災害時の指定避難所としての取扱い、公共

施設利用システムに関する取扱い等がある場合は記載してください。≫ 

１２ 問合せ先及び申請書類の提出先                             

  墨田区○○○○部○○○○課○○○○係（墨田区役所○階） 

  所在地 ：〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

  電話番号 ：０３－５６０８－○○○○（直通） 

  ＦＡＸ番号 ：０３－５６０８－○○○○ 

  Ｅメール ：○○○○○@city.sumida.lg.jp 
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別紙○ リスク分担表（甲は墨田区、乙は指定管理者） 

種  類 内    容 
負担者 

甲 乙 

法令等の新設・変更 

施設の管理運営に影響のある法令等の新設・変更 

（他の項目に記載されているものを除く。） 
○  

指定管理者自身に影響のある法令等の新設・変更  ○ 

税制の変更 

施設の管理運営に影響のある税制の新設・変更（税率の変更を含む。） 

（他の項目に記載されているものを除く。） 
○  

法人税、法人住民税等、指定管理者自身に影響のある税制の新設・変更 

（税率の変更を含む。） 
 ○ 

資金調達 
資金調達できなくなったことによる施設の管理運営の中断等  ○ 

甲から乙への指定管理料の支払遅延により生じた損害 ○  

市場環境等の変化 

物件費、人件費等物価の変動に伴う経費の増加  ○ 

金利の変動に伴う経費の増加  ○ 

他施設との競合による利用者又は収入の減少  ○ 

当初の需要見込みと異なる状況の発生による経費の増加、利用者又は収入

の減少 
 ○ 

甲の都合による経費の増加 ○  

利用者への損害賠償 

乙の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合 

（不適切な施設の管理運営による利用者の怪我等） 
 ○ 

甲の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合 ○  

上記以外の事由により利用者に損害を与えた場合 協議 

第三者への損害賠償 

乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合 

（不適切な施設の管理運営による騒音、振動等の苦情等を含む。） 
 ○ 

甲の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合 ○  

上記以外の事由により第三者に損害を与えた場合 協議 

管理運営の中止・中

断 

甲の責めに帰すべき事由又は甲の緊急的事由による管理運営の中止・中断 ○  

乙の責めに帰すべき事由による管理運営の中止・中断  ○ 

上記以外の事由による管理運営の中止・中断 協議 

施設等の損傷 

経年劣化、第三者の行為（相手方が特定できないものを含む。）による管理

施設の損傷のうち、修繕費用が１件につき税込１３０万円未満のもの 
 ○ 

経年劣化、第三者の行為（相手方が特定できないものを含む。）による管理

施設の損傷のうち、修繕費用が１件につき税込１３０万円以上のもの 
○  

乙の責めに帰すべき事由による施設等の損傷  ○ 

上記以外の事由による施設等の損傷 ○  

不可抗力 
不可抗力による管理運営の中止・中断 ○ (※１) 

不可抗力による施設等の損壊における復旧費用 ○ (※２) 

環境問題 

施設又は用地から有害物質等が発生した場合 ○  

施設の管理運営及び自主事業に起因する有害物質の排出・漏えい、騒音、

振動、光、臭気等に関するもの 
 ○ 

セキュリティ 乙の警備不備による損害（盗難、情報の漏えい、犯罪の発生等）  ○ 

事業終了時の費用 指定期間の満了又は指定の取消しの場合における原状回復及び撤収費用  ○ 

※１ 不可抗力により乙に損害又は増加費用が発生した場合、当該損害又は増加費用については、合理性の認め

られる範囲で甲が負担する。 
※２ 損壊復旧に係る費用を乙が付保した保険により補填された場合にあっては、当該補塡された金額相当分に

ついては、甲の負担に含まないものとする。 
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別紙○ 選定評価基準 

評価項目 

１ 利用者サービスの向上 

⑴利用者にとって平等に利用できる環境が整えられているか 

⑵施設の設置目的を達成するための事業計画となっているか 

⑶利用者サービスの向上につながる独自の提案があり、実現が可能か 

⑷利用者の要望・意見等を聴くための手段と業務改善の取組があるか 

２ 効率的・効果的な施設の運営 

⑴施設の設置目的を踏まえた管理・運営方針となっているか 

⑵施設の維持管理経費を節減するための積極的な取組があるか 

⑶提案額は、事業計画を実現するための適正な額となっているか 

⑷区民の雇用や区内企業の活用を図る取組があるか 

⑸利用者の増加策や施設稼働率（利用率）向上への取組は効果的か 

３ 事業計画の遂行能力 

⑴経営状況及び財政基盤は安定しているか 

⑵職員構成・職員数及び組織の管理・運営体制は適切か 

⑶管理責任者及び職員の資格や経験は適切であり、職員のスキルアップに向けた

取組は十分か 

⑷個人情報保護の徹底及び積極的な情報公開を行う計画となっているか 

⑸災害その他緊急時の危機管理体制及び苦情処理体制は明確か 

⑹同種事業に関する本区での実績の有無、他の自治体での実績の有無 
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施設名の管理運営に関する協定書〔ひな型〕 

（※指定管理料の支払がある施設） 

平成１９年３月作成 

平成２６年１月修正 

平成２８年２月修正 

平成２８年６月修正 

平成２８年８月修正 

平成２９年３月修正 

平成３０年３月修正 

令和３年５月修正 

令和５年４月修正 

令和６年６月修正 

令和７年５月修正 

令和８年４月修正 

企画経営室 

 

 墨田区（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、■■■（以下「本施

設」という。）の管理運営に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第５条） 

 第２章 指定業務の範囲及び実施条件（第６条－第８条） 

 第３章 指定業務の実施等（第９条－第１８条） 

 第４章 物品の取扱い（第１９条－第２１条） 

 第５章 業務実施に係る確認事項（第２２条－第２６条） 

 第６章 指定管理料及び利用料金（第２７条－第３１条） 

 第７章 損害賠償及び不可抗力（第３２条－第３８条） 

 第８章 指定期間の満了（第３９条－第４１条） 

 第９章 指定の取消し（第４２条－第４７条） 

 第１０章 その他（第４８条－第５９条） 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 本協定は、〇〇〇〇条例（平成〇〇年墨田区条例第〇〇号。以下「条例」という。）

第〇〇条の規定に基づき、甲が設置する本施設の管理運営業務を指定管理者である乙に行

わせるに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 （指定の意義及び公共性の趣旨の尊重） 

第２条 甲及び乙は、本施設の管理運営に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、

民間団体たる乙の能力を活用して本施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成し、本施設

のサービスの拡充や○○○事業の推進を図ることにあることを確認する。 

２ 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う管理運営業務

（以下「指定業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣

旨を尊重するものとする。 
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 （信義誠実の原則） 

第３条 甲及び乙は、本協定を、互いに協力し信義に従い誠実に履行しなければならない。 

 （管理物件） 

第４条 指定業務の対象となる物件は、別紙１に掲げる管理施設及び管理物品（以下「施設

等」という。）とする。 

２ 乙は、善良なる管理者の注意をもって施設等を管理しなければならない。 

 （指定期間等） 

第５条 本施設の指定管理者の指定期間（以下「指定期間」という。）は、〇〇年〇月〇日か

ら〇〇年〇月〇日までとする。 

２ 指定業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

   第２章 指定業務の範囲及び実施条件 

 （指定業務の範囲） 

第６条 乙が行う指定業務の範囲は、次のとおりとする。 

 ⑴ 事業の運営に関する業務 

 ⑵ 施設等の利用に関する業務 

 ⑶ 施設等の維持管理に関する業務 

 ⑷ 管理施設の環境整備に関する業務 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務 

（※各施設の業務の範囲を規定してください。） 

２ 前項各号の業務の内容について、疑義が生じたときは、甲及び乙の協議の上、決定する

ものとする。 

３ 第１項各号に掲げる業務の細目は、甲が定める仕様書（別紙２。以下「仕様書」という。）

のとおりとする。 

 （覚書の締結） 

第７条 指定業務の実施その他本協定の内容について、その詳細を定める必要がある事項に

ついては、毎年度、甲と乙との間で覚書を締結するものとする。 

 （関係法令の遵守等） 

第８条 乙は、条例、〇〇〇条例施行規則（〇〇年墨田区規則第〇〇号。以下「規則」とい

う。）、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労

働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）、建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭

和４５年法律第２０号）、消防法（昭和２３年法律第１８６号）その他の乙が行う指定業務

に関係する法令及び条例その他の規程（以下「関係法令」という。）を遵守しなければなら

ない。 

２ 乙は、指定業務の円滑な執行を期するため、関係法令、本協定、前条の覚書（以下「関係

法令等」という。）に基づき、甲の承認を得て、必要な規程を定めるものとする。 

 

   第３章 指定業務の実施等 

 （指定業務の実施） 

第９条 乙は、条例、規則、本協定、第７条の覚書、本施設指定管理者募集要項（以下「募集

要項」という。）及び本施設指定管理者要求水準書（以下「要求水準書」という。）のほか、

乙が本施設の指定管理者の指定の申請の際に提出した事業計画書（甲が承認したものに限
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る。以下「申請時の事業計画書」という。）及び第２２条第１項の事業計画書の内容に基づ

き、誠実に指定業務を実施するものとする。 

２ 本協定、募集要項、要求水準書及び申請時の事業計画書の間に矛盾又はそごがある場合

は、本協定、募集要項、要求水準書、申請時の事業計画書の順にその解釈が優先するもの

とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、申請時の事業計画書において要求水準書の内容を上回る水準

の内容が計画されている場合は、申請時の事業計画書に示された内容によるものとする。 

 （従事者の配置等） 

第１０条 乙は、指定業務の実施に当たり、必要な従事者を配置するとともに、その中から

本施設を代表し管理監督を行う責任者を定め、事前に甲に報告しなければならない。 

 （業務開始の準備） 

第１１条 乙は、指定業務の開始に先立ち、指定業務の実施に必要な資格を有する者及び人

材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。 

（※各施設の性格に応じ具体的に規定してもよい。） 

２ 前項に係る費用は、乙が負担するものとする。 

 （委託の禁止） 

第１２条 乙は、指定業務を第三者に委託してはならない。ただし、事前に甲の承認を受け

た場合に限り、指定業務の一部を第三者に委託することができる。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により指定業務の一部を第三者に委託した場合は、当該委託

に係る業務の実施状況を甲に報告するものとする。 

３ 第１項ただし書の規定による委託に係る経費は、第２７条第１項の指定管理料又は利用

料金による収入（以下「利用料金収入」という。）から支出するものとし、指定業務に関し

て乙から委託を受けた第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用につい

ては、全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担

するものとする。 

（※利用料金制を導入しない施設については、下線部分を削除してください。） 

４ 乙は、指定業務の実施に当たり、墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３

年５月１６日２３墨総契第１３５号）第４条第１項の規定による入札参加除外措置を受け

ている者又は東京都若しくは他の区市町村で同様の入札参加除外措置を受けている者に指

定業務の一部を委託し、又は２次以降の再委託をさせてはならない。この場合において、

乙は、当該指定業務の一部を受託し、又は再受託をした者が指定期間中に入札参加除外措

置を受けた場合は、速やかに当該契約を解除しなければならない。 

 （施設等の保全） 

第１３条 乙は、施設等を指定業務の目的以外の用途に使用しないものとし、第三者に貸与

し、交換し、又は譲渡してはならない。 

 （管理施設の修繕） 

第１４条 管理施設の改築、改造、移設及び１件につき１３０万円（消費税及び地方消費税

を含む。）以上の修繕（以下「大規模修繕等」という。）については甲が自己の費用と責任に

おいて行うものとし、１件につき１３０万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満の修繕

については、乙が自己の責任において行い、その費用は第２７条第１項の指定管理料又は

利用料金収入から支出するものとする。 

（※利用料金制を導入しない施設については、下線部分を削除してください。） 

２ 乙は、大規模修繕等が必要と認められる事態が生じた場合には、直ちに甲に報告しなけ
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ればならない。 

 （緊急時の対応） 

第１５条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事態（以下「事故等」という。）が生じた場

合は、乙の責任において応急措置を講ずるほか、当該事故等の影響を早期に除去し、当該

事故等による損害又は増加費用を最小限にするよう努めるとともに、直ちに甲に報告し、

その指示を受けるものとする。 

 ⑴ 災害その他の事由により、指定業務の実施が困難となったとき、又はそのおそれがあ

るとき。 

 ⑵ 施設等の全部又は一部が毀損し、又は滅失したとき。 

 ⑶ 施設等の利用者及び従事者等に事故があったとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定業務の実施に支障を来す事態が生じたとき。 

２ 乙は、事故等が発生した場合は、甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。 

（個人情報等の取扱い） 

第１６条 乙又は指定業務に従事する者が、指定業務の実施に当たり、個人情報（個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第２条

第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）等を取り扱う場合に遵守すべき義務等につ

いては、個人情報等の取扱いに関する特記事項（別紙３）に定めるところによる。 

２ 前項の場合において、乙及び指定業務に従事する者は、個人情報等の取扱いに関する特

記事項のほか、条例第○○条の規定により、個人情報保護法の規定を遵守しなければなら

ない。 

 （情報公開） 

第１７条 乙は、墨田区情報公開条例（平成１３年墨田区条例第３号）の趣旨に基づき、甲

の承認を得て、指定業務に関し保有する情報の公開を積極的に行うための必要な規程を定

めるとともに、情報公開のための必要な措置を講ずるものとする。 

（墨田区公契約条例に関する取扱い） 

第１８条 乙が指定業務の執行に当たり遵守すべき墨田区公契約条例（令和５年墨田区条例

第３１号）及び墨田区公契約条例施行規則（令和５年墨田区規則第５７号）に規定する義

務等については、墨田区公契約条例に関する特記事項（別紙４）に定めるところによる。 

 

   第４章 物品の取扱い 

 （甲による物品の貸与） 

第１９条 甲は、指定業務の用に供する物品のうち、別紙１に定める貸与物品を無償で乙に

貸与する。 

２ 乙は、指定期間中、貸与物品（次項及び第４項の規定により購入し、又は調達した物品

を含む。）を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 甲は、貸与物品が経年劣化等により指定業務の実施の用に供することができなくなった

場合は、乙との協議により、必要に応じて甲の費用で当該貸与物品の代替となる物品を購

入し、又は調達するものとする。 

４ 乙は、故意又は過失により貸与物品を毀損し、又は滅失した場合は、甲との協議により、

必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は乙の費用で当該貸与物品と同等の機能及び価値

を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。この場合において、乙が購入

し、又は調達した物品の所有権又は使用権は、甲に帰属する。 

 （乙による物品の購入等） 
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第２０条 乙は、貸与物品のほか、別紙１に定める指定物品及び指定業務の実施に必要な物

品（以下「指定物品等」という。）を、第２７条第１項の指定管理料又は利用料金収入によ

り購入し、又は調達し、指定業務の実施の用に供するものとする。 

２ 乙は、指定物品等が経年劣化等により指定業務の実施の用に供することができなくなっ

た場合は、第２７条第１項の指定管理料又は利用料金収入により当該指定物品等の代替と

なる物品を購入し、又は調達するものとする。 

（※利用料金制を導入しない施設については、下線部分を削除してください。） 

３ 乙は、故意又は過失により指定物品等を毀損し、又は滅失した場合は、甲との協議によ

り、必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は乙の費用で当該指定物品等と同等の機能及

び価値を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。 

４ 乙は、第１項に規定するもののほか、乙の費用で任意に購入し、又は調達した物品を、

指定業務の実施のために使用することができる。 

５ 乙は、第１項又は第２項の規定により、１件５万円（消費税及び地方消費税を含む。）以

上の物品を購入し、又は調達した場合は、甲にその物品名及び価格を通知するものとする。 

６ 指定物品等（第２項又は第３項の規定により購入し、又は調達したものを含む。以下同

じ。）の所有権又は使用権は、甲に帰属する。 

（※指定物品の指定がない場合は、第２０条を次のとおりとしてください。） 

第２０条 乙は、貸与物品のほか、指定業務の実施に必要な物品を、第２７条第１項の指定

管理料又は利用料金収入により購入し、又は調達し、指定業務の実施の用に供するものと

する。 

２ 乙は、前項の規定により供する物品（以下「指定物品」という。）が経年劣化等により指

定業務の実施の用に供することができなくなった場合は、第２７条第１項の指定管理料又

は利用料金収入により当該物品の代替となる物品を購入し、又は調達するものとする。 

（※利用料金制を導入しない施設については、下線部分を削除してください。） 

３ 乙は、故意又は過失により指定物品を毀損し、又は滅失した場合は、甲との協議により、

必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は乙の費用で当該指定物品と同等の機能及び価値

を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。 

４ 乙は、第１項に規定するもののほか、乙の費用で任意に購入し、又は調達した物品を、

指定業務の実施のために使用することができる。 

５ 乙は、第１項又は第２項の規定により、１件５万円（消費税及び地方消費税を含む。）以

上の物品を購入し、又は調達した場合は、甲にその物品名及び価格を通知するものとする。 

６ 第１項から第３項までの規定により購入し、又は調達した物品の所有権又は使用権は、

甲に帰属する。 

 （物品の管理） 

第２１条 乙は、物品の管理に関して、貸与物品、指定物品、その他の物品に分類し、品目、

数量、現在高等を記載した帳簿を備え、物品の適切な管理に努めなければならない。 

２ 乙は、毎年度の指定業務終了後、第２３条第２項に規定する事業報告書及び収支決算書

の提出と併せて、物品の管理状況について報告するものとする。 

 

   第５章 業務実施に係る確認事項 

 （事業計画書等） 

第２２条 乙は、毎年度１２月２８日（当該日が土曜日又は日曜日の場合は、その前の土曜

日及び日曜日でない日）までに、次年度の事業計画書及び収支予算書を甲に提出し、その
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承認を受けなければならない。 

 （※利用料金制を導入している施設は、「１２月２８日」を「３月１０日」に修正してくだ

さい。） 

２ 乙は、年度の途中において、事業計画書又は収支予算書の内容を変更しようとするとき

は、甲及び乙の協議により変更するものとする。 

 （事業報告書等） 

第２３条 乙は、毎月終了後、翌月１０日までに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を

甲に提出するものとする。 

⑴ 指定業務の実施状況に関する事項 

⑵ 施設等の利用状況に関する事項 

⑶ 利用料金収入等の実績及び管理運営経費の収支状況に関する事項 

⑷ 第５２条第１項の自主事業の実施状況及び収支状況に関する事項 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、甲が指示する事項 

（※甲が指示する事項は、施設等の破損・修繕状況、事故等の顛末や事後処理状況、苦情・

要望等を基本とし、具体的に規定してもよい。） 

２ 乙は、毎年度終了後、３０日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書及び収支決

算書を甲に提出するものとする。 

 ⑴ 指定業務の実施実績に関する事項 

⑵ 施設等の利用実績に関する事項 

 ⑶ 利用料金収入等の実績及び管理運営経費の収支実績に関する事項 

 ⑷ 自己評価に関する事項 

⑸ 第５２条第１項の自主事業の実施実績及び収支実績に関する事項 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、甲が指示する事項 

３ 乙は、年度の途中において、乙に対する指定管理者の指定が取り消され、又は期間を定

めて指定業務の全部又は一部の停止を命じられた場合は、それらの日から３０日以内に当

該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の前項各号に掲げる事項を記載した事業報

告書及び収支決算書を甲に提出しなければならない。 

４ 前３項の規定にかかわらず、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、事業報告書

等の提出期限を延長することができる。 

 （業務の実施状況の確認） 

第２４条 甲は、前条の規定により乙が提出した事業報告書等に基づき、指定業務が適切か

つ効率的に実施されているか確認を行うとともに、乙に対し、指定業務又はこれに係る経

理の状況に関し随時報告を求め、実地に調査することができる。 

２ 乙は、甲から前項の報告及び調査に係る申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合

を除き、その申出に応じなければならない。 

 （業務の実施状況の評価及び改善指示） 

第２５条 甲は、前条第１項の確認に基づき、乙による指定業務の実施状況について評価を

行うものとする。 

２ 甲は、前項の評価の結果、乙による指定業務の実施状況が、条例、規則、本協定その他甲

が示した条件を満たしていないと認められる場合は、乙に対して業務の改善を指示するも

のとする。 

３ 乙は、前項の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

 （その他の方法による事業評価等） 
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第２６条 乙は、本施設の利用者の満足度、意見、要望等を把握し、指定業務に反映させる

ため、利用者アンケートを年１回以上実施するとともに、その他のモニタリングに努めな

ければならない。 

２ 乙は、前項の規定により実施した利用者アンケートその他のモニタリングの結果等の内

容について、甲に報告するとともに、公表に努めるものとする。 

３ 乙は、甲又は甲が委託する第三者がモニタリングのために実施する書類審査、立入検査、

利用者アンケート等について、合理的な理由がある場合を除き、協力しなければならない。 

 

   第６章 指定管理料及び利用料金 

 （指定管理料の支払）（※原則として前金払（分割払）とし、覚書で詳細を定める。） 

第２７条 甲は、指定業務の実施の対価として、甲の各年度の歳出予算の範囲内において、

乙に対して指定業務に要する経費（諸経費を含む。以下同じ。）から利用料金の収入見込額、

事業収入の見込額及びその他収入の見込額を控除した金額（以下「指定管理料」という。）

を支払うものとする。 

（※利用料金制を導入しない施設については、下線部分を削除してください。） 

２ 指定管理料の額、請求方法、支払方法等については、第７条の覚書により定めるものと

する。 

３ 乙は、指定管理料を指定業務以外に使用してはならない。 

 （指定管理料の変更） 

第２８条 甲又は乙は、指定期間中に法令又は指定業務の変更その他やむを得ない事由によ

り当初合意した指定管理料の額が不適当となったと認めた場合は、相手方に対する通知を

もって指定管理料の額の変更を申し出ることができる。 

２ 甲又は乙は、前項の規定による申出を受けたときは、協議に応じなければならない。 

３ 指定管理料の額の変更の要否、変更金額等については、前項の協議により決定するもの

とする。 

 （利用料金） 

第２９条 乙は、条例○○条第○○項の規定により、施設等に係る利用料金を自己の収入と

して収受することができる。 

２ 乙の収入となる利用料金は、指定期間中の利用に係る利用料金のみとする。 

３ 乙が、指定期間外の利用に係る利用料金を収受した場合は、甲又は甲が指定する者に引

き継ぐものとする。 

４ 利用料金の額は、条例○○条第○○項に規定する額の範囲内において乙が定めるものと

する。ただし、その決定及び改定については、事前に甲の承認を受けるものとし、必要に

応じて甲及び乙で協議を行うものとする。 

５ 乙は、指定期間中の各年度における利用料金の収入実績額が当初の収入見込額（事業計

画書等の内容の変更に伴い当初の収入見込額に変更が生じた場合は、当該変更後の収入の

見込額）を超えた場合は、当該超えた額の２分の１に相当する額を甲に納付するものとす

る。 

（※利用料金制を導入しない施設については、第２９条を削除し、第６章の題名を「指定管

理料」にしてください。） 

 （会計） 

第３０条 乙は、指定業務に係る会計を他の事業と区分して設け、その経理を常に明確にし

ておかなければならない。 
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２ 乙は、前項の会計に関する帳簿及び関係書類を、指定期間の満了後又は指定が取り消さ

れた後５年間保存するものとする。 

 （指定業務の実施に係る指定管理者の口座） 

第３１条 乙は、指定業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的として、

指定業務に固有の預金口座を開設し、その適切な運用を図るとともに、ペイオフ制度への

対策を講じ、損害を被ることのないよう十分に留意しなければならない。 

２ 前項の対策を講じたにもかかわらず、指定業務に係る預金口座に損害が生じた場合は、

乙の責任においてこれを補塡しなければならない。この場合において、本協定に係る乙の

履行義務は、免責されない。 

 

   第７章 損害賠償及び不可抗力 

 （損害賠償の義務） 

第３２条 甲は、乙が関係法令等に定める義務の履行を怠り、又は関係法令等に定める各条

項に違反したときは、そのことによって生じた損害の賠償を乙に求めることができる。た

だし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することが

できる。 

２ 乙は、指定業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により施設等に損害を与えた

場合は、甲に対し損害の賠償をしなければならない。ただし、甲は、やむを得ない理由が

あると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。 

 （第三者への賠償） 

第３３条 乙は、指定業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が

生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場

合は、乙に対して賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。 

 （保険） 

第３４条 甲は、乙の指定業務の実施に当たり、次に掲げる保険を付保するものとする。 

＜例示＞ 

 ⑴ 火災保険 

 ⑵ 施設賠償責任保険 

 ⑶ 第三者賠償責任保険 

２ 乙は、指定業務の実施に当たり、次に掲げる保険を付保しなければならない。 

＜例示＞ 

 ⑴ 火災保険 

 ⑵ 施設賠償責任保険 

 ⑶ 第三者賠償責任保険 

 （不可抗力発生時の対応） 

第３５条 不可抗力の発生により甲又は乙に損害又は増加費用が発生するおそれがある場合

は、乙は早急に適切な対応措置を講じ、不可抗力により発生する損害又は増加費用を最小

限にするよう努めなければならない。 

 （不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第３６条 乙は、不可抗力の発生に起因して乙に損害又は増加費用が発生した場合は、その

内容及び程度の詳細を書面で甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による通知を受け取ったときは、損害状況の確認を行った上で、乙と
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協議し、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して乙に損害又は増加費用が発生した場合における当該損害又は

増加費用については、合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。この場合にお

いて、乙が付保した保険により補塡された金額相当分については、甲の負担に含まないも

のとする。 

４ 不可抗力の発生に起因して甲に損害又は増加費用が発生した場合における当該損害又は

増加費用については、甲が負担するものとする。 

 （不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第３７条 前条第２項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により指定業務の一部を実施

することができなくなったと認められた場合、乙は、不可抗力により影響を受ける限度に

おいて本協定に定める義務を免れるものとする。 

２ 不可抗力の発生により、乙が指定業務の一部を実施することができなくなった場合にお

いて、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務の一部を実施しなかったことにより免れた費

用分を指定管理料から減額することができ、又は、乙に対して当該費用分を利用料金収入

から納付することを求めることができる。 

（※利用料金制を導入しない施設については、下線部分を「指定管理料から減額すること

ができる。」に修正してください。） 

（リスク分担） 

第３８条 乙の指定業務の実施に当たり支障が生ずるおそれのある事項（以下「リスク」と

いう。）の分担については、第３２条、第３３条及び前２条に規定する事項のほか、リスク

分担表（別紙５）のとおりとする。 

２ 第３２条、第３３条、前２条及びリスク分担表に定める事項以外のリスクが生じた場合

は、甲乙協議の上、リスク分担を決定する。 

３ 前２項のリスク分担により発生する補償又は賠償の方法及び費用については、甲及び乙

が誠意を持って協議し、決定する。 

 

   第８章 指定期間の満了 

 （業務の引継ぎ等） 

第３９条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本施設の管理運営上支障がないよ

う、速やかに甲又は甲が指定した者に対して指定業務の引継ぎを行わなければならない。

ただし、乙が指定期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときは、この限りでない。 

 ⑴ 指定期間が満了するとき、又は乙が指定を取り消されたとき（次号に掲げる場合を除

く。）。 

 ⑵ 乙の責めに帰することのできない事由又は不可抗力により、指定業務の継続が困難で、

甲及び乙で協議の上、指定を取り消すとき。 

２ 前項の場合において、甲が必要と認めるときは、指定期間の満了又は指定の取消しに先

立ち、乙は、甲又は甲が指定する者による施設の視察を受け入れなければならない。 

３ 第１項の指定業務の引継ぎに係る費用は、乙が負担するものとする。 

 （原状回復義務） 

第４０条 乙は、指定期間の満了までに、施設等を指定業務開始時の原状に回復し、甲に対

して施設等を明け渡さなければならない。ただし、乙が指定期間の満了後引き続き指定管

理者に指定されたときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は、施設等の原状回復を行わず
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に、別途甲が定める状態で甲に対して施設等を明け渡すことができるものとする。 

 （物品の取扱い） 

第４１条 指定期間の満了に当たっての物品の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

ただし、乙が指定期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときは、この限りでない。 

 ⑴ 貸与物品及び指定物品等については、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継が

なければならない。 

 ⑵ 第２０条第４項の規定により乙が購入し、又は調達した物品については、原則として

乙が自己の費用及び責任で撤去するものとする。ただし、甲及び乙の協議において両者

が合意した場合にあっては、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐことができ

る。 

 

   第９章 指定の取消し 

 （甲による指定の取消し） 

第４２条 甲は、条例第○条に規定するもののほか、乙が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部の停

止を命ずることができる。 

 ⑴ 指定業務の実施に際し、不正行為があったとき。 

 ⑵ 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

 ⑶ 本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

⑷ 乙の責めに帰すべき事由により、乙から指定の取消しの申出があったとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、甲が乙による指定業務の実施を継続することが適当でな

いと認めるとき。 

２ 前項の規定により甲が指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合においては、乙に損害又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責め

を負わない。 

３ 乙は、第１項の規定により指定が取り消された場合は、当該年度の指定業務に係る支出

予定額の１０％に相当する額を違約金として、その請求を受けた日から３０日以内に甲に

支払うものとする。この場合において、違約金は、損害賠償額の予定又はその一部とは解

釈しないものとする。 

（暴力団等排除に係る指定の取消し） 

第４３条 甲は、乙又は乙の役員若しくは使用人（以下この条において「乙等」という。）が

次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。この場合において、

甲は、何ら催告を要しないものとする。 

 ⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。）第２条第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）であるとき、同条第６号に規定する暴

力団員若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」

という。）であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が乙の経営に実質的に関与してい

るとき。 

⑵ 乙等若しくは第三者の不正な利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴力

団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。 

⑶ 暴力団又は暴力団員等に対して、直接的又は間接的に金銭、物品その他の財産上の利

益を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。 

⑷ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 
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⑸ 第１２条第１項ただし書の規定による委託に関し、委託先が前各号のいずれかに該当

する者であることを知りながら、当該委託に係る契約を締結したと認められるとき。 

２ 前項の規定により指定が取り消された場合においては、乙に損害又は増加費用が生じて

も、甲は一切賠償の責めを負わない。 

３ 乙は、第１項の規定により指定が取り消された場合は、当該年度の指定業務に係る支出

予定額の１０％に相当する額を違約金として、その請求を受けた日から３０日以内に甲に

支払うものとする。この場合において、違約金は、損害賠償額の予定又はその一部とは解

釈しないものとする。 

４ 甲は、第１項各号の規定に該当する疑義が乙等に生じた場合は、警視庁に該当の可否に

関する確認を行うことができる。 

 （乙による指定の取消しの申出） 

第４４条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定の取消しを申し出

ることができる。 

 ⑴ 甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

 ⑵ 甲の責めに帰すべき事由により、乙が損害を受け、指定業務の実施を継続することが

困難であると認めるとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、甲において、乙が指定の取消しの申出をすることがやむ

を得ないと認めるとき。 

２ 甲は、前項の規定により申出を受けた場合、乙との協議を経てその措置を決定するもの

とする。 

 （不可抗力による指定の取消し） 

第４５条 甲又は乙が、不可抗力により発生した事故等により、指定業務の継続等が困難で

あると判断した場合は、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができる。 

２ 甲は、前項の協議の結果、やむを得ない事情があると判断した場合は、指定の取消しを

行うものとする。 

３ 前項の指定の取消しによって乙に発生した損害又は増加費用は、合理性が認められる範

囲で甲が負担することを原則として、甲及び乙の協議により決定するものとする。 

 （指定取消しに係る原状回復義務等） 

第４６条 第４０条及び第４１条の規定は、甲及び乙が合意した場合を除き、第４２条から

前条までの規定により指定を取り消した場合に準用する。この場合において、第４０条第

１項中「指定期間の満了までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 

 （指定管理料等の返還等） 

第４７条 甲は、条例第〇〇条の規定又は本協定第４２条から第４５条までの規定により年

度の途中において指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部の停止

を命じたときは、乙に対して支払った指定管理料の全部若しくは一部の返還又は乙が収受

した利用料金の全部若しくは一部の納付を求めることができる。 

（※利用料金制を導入しない施設については、下線部分を「乙に対して支払った指定管理

料の全部又は一部の返還を求めることができる。」に、見出しを「指定管理料の返還」に修

正してください。） 

 

   第１０章 その他 

 （危機管理） 

第４８条 乙は、甲が定めた墨田区危機管理基本計画に基づき、甲から危機管理に関する指
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導及び助言があった場合は、誠実に対応しなければならない。 

２ 乙は、甲が定めた墨田区危機管理基本計画に基づくマニュアルを作成し、従事者等に周

知徹底を図るものとする。 

３ 乙は、大地震・大洪水及び新型インフルエンザ等の発生時における業務継続計画を策定

するものとし、策定に当たっては、甲が定める墨田区事業継続計画（地震・風水害編、新型

インフルエンザ編）との整合を図るものとする。 

４ 乙は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号の災害又は武力攻撃

事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）第２

条第４項の武力攻撃災害の発生により、利用者及び近隣住民の救護が必要な場合は、甲の

指示に従い救護を行うものとする。 

５ 乙は、前項の救護を実施するため、応急対策用資機材を備蓄し、及び甲が実施する訓練、

啓発等に協力するとともに、甲との連携に努めなければならない。 

６ 前項の応急対策用資機材の所有権は、乙に帰属するものとする。 

７ 乙は、東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２０２号）に基づき、事業所防災

計画の作成等適切な対応を行わなければならない。 

８ 乙は、墨田区安全で安心なまちづくり推進条例（平成１７年墨田区条例第５４号）に定

める事業者の責務に従い、自主的防犯・防火活動を行う等、安全で安心なまちづくりに寄

与しなければならない。 

９ 乙は、火災等の緊急事態において、近隣住民の救護が必要な事態が生じた場合は、応急

措置を講ずるとともに、直ちに甲に連絡し、必要に応じその指示を受けるものとする。 

 （施設の利用承認に係る暴力団排除） 

第４９条 乙は、本施設の利用承認に関し、利用の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、

又は運営に資することとなるものと認めるときは、墨田区暴力団排除条例（平成２４年墨

田区条例第３７号）に基づき、甲と協議の上、適正に事務を処理しなければならない。 

（※第４９条は、指定管理者が利用承認を行う施設のみ規定してください。） 

 （権利義務の譲渡の禁止） 

第５０条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担

保の目的に供してはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りでない。 

 （運営協議会の設置） 

第５１条 甲及び乙は、指定業務を円滑に実施するため、情報交換、業務の調整等を図る運

営協議会を設置するものとする。 

２ 前項の運営協議会の詳細については、甲及び乙の協議により決定し、甲において設置要

綱を定めるものとする。 

３ 第１項の運営協議会には、甲及び乙の協議により、関連する企業、団体、外部有識者、区

民等を参加させることができる。 

 （指定業務の範囲外の業務） 

第５２条 第１３条の規定にかかわらず、乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、指定業

務の実施を妨げない範囲において、自己の費用及び責任により、指定業務以外の事業（以

下「自主事業」という。）を、本施設を利用して実施することができる。 

２ 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して自主事業の事業計画書（収支計画を含む。）

を提出し、事前に甲の承認を受けなければならない。この場合において、甲及び乙は、必

要に応じて協議を行うものとする。 

３ 甲の責めに帰すべき事由又は指示により自主事業の実施が中止又は休止となった場合に
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おいて乙に損失が生じても、甲は当該損失を補償しない。 

４ 前項の規定のほか、甲及び乙は、自主事業の実施に当たって、その実施条件等を別途定

めることができる。 

 （光熱水費等） 

第５３条 指定業務の実施に当たり使用した光熱水費、電話料金等（以下「光熱水費等」と

いう。）は、指定管理料又は利用料金収入から支出するものとする。 

（※利用料金制を導入しない施設については、下線部分を削除してください。) 

２ 光熱水費等の会計年度は、光熱水費等の利用に係る月（光熱水費等の請求に係る利用期

間の始期の日が月の初日以外の日である場合は、当該利用期間の始期の日が属する月の翌

月）により区分する。ただし、光熱水費等の請求に係る利用期間が２の会計年度にわたる

場合にあっては、当該利用期間の終期の日が属する会計年度に区分する。 

３ 前項の規定は、指定期間が満了した場合又は乙が指定を取り消された場合においても同

様とする。 

 （指導及び助言） 

第５４条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し指定業務について必要な指導又は助

言をすることができる。 

２ 乙は、前項の指導又は助言を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

 （事業等への協力） 

第５５条 乙は、甲の実施する事業に積極的に協力するものとする。 

２ 甲は、乙の実施する指定業務及び自主事業の広報等について、積極的に協力するものと

する。 

 （請求、通知等の書式等） 

第５６条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承認及び解除は、本協定に特別

の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 

２ 本協定の履行に関し、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本協定の履行に関し、甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除

き、計量法(平成４年法律第５１号)の定めるところによる。 

 （協定の変更） 

第５７条 指定業務に関し、指定業務の前提条件若しくは内容に変更があったとき、又は特

別な事情が生じたときは、甲及び乙の協議の上、本協定の規定を変更することができる。 

 （裁判管轄） 

第５８条 本協定に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

 （協議） 

第５９条 指定業務の実施に当たり疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項につい

ては、甲及び乙の協議の上、これを定めるものとする。 

 

 以上、本協定締結の証として本書２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  年  月  日 

 

              甲 東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

                墨田区 

                代表者 墨田区長 ○○ ○○ 
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              乙 東京都○○区○〇丁目〇番〇号 

                〇〇〇〇 

                代表取締役 〇〇 〇〇 
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別紙１ 施設等 

 

 １ 管理施設（※詳細については、財産台帳を参照のこと。） 

  ⑴ 名称 〇〇センター 

  ⑵ 所在地 東京都墨田区□□〇〇丁目〇〇番〇〇号 

  ⑶ 面積 敷地：○○○㎡、延床：○○○㎡ 

  ⑷ 構造・階数 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）、地上○階・地下○階 

  ⑸ 施設 １階 ○○○○、○○○○ 

２階 ○○○○、○○○○ 

  ⑹ 付随施設 ○○○○ 

  ⑺ 設備 ○○○○、○○○○ 

  ⑻ その他 敷地内の外構、植栽、標識、外灯、○○○○ 

 

 ２ 管理物品（※詳細については、備品台帳を参照のこと。） 

  ⑴ 貸与物品 

種類 数量 備考 

※別紙でも可   

   

   

  ⑵ 指定物品 

種類 数量 備考 

※別紙でも可   
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別紙２ 仕様書 
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別紙３ 個人情報等の取扱いに関する特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙及び指定業務に従事する者（派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する

派遣労働者をいう。）を含む。以下「従事者」という。）は、指定業務の実施に当たり、個人

情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法令等（個人情報保護委員会が定

める各種ガイドライン等を含む。）を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （責任体制の整備） 

第２条 乙は、指定業務で取り扱う個人情報及び機密情報（指定業務の実施により知り得た

秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない情報をいう。以下同じ。）の安全管理に

ついて、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 

 （教育等の実施） 

第３条 乙は、この特記事項に定める事項を従事者に遵守させるために必要な教育及び研修

を実施しなければならない。 

２ 乙は、従事者に対し、指定業務で取り扱う個人情報を不正に取り扱ったときは、個人情

報保護法の規定により刑罰が科される旨を周知しなければならない。 

３ 乙は、従事者に対し、第４条第１項、第７条第１項、第８条、第９条、第１０条第１項、

第１１条第２項、第１２条第１項及び第１３条に規定する義務を遵守することを誓約させ

なければならない。 

 （秘密保持義務） 

第４条 乙は、指定業務の実施により知り得た個人情報及び機密情報の内容をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消

された後も、また同様とする。 

２ 乙は、従事者又は従事者であった者にも、前項に規定する義務を遵守させなければなら

ない。 

 （個人情報を取り扱う業務の委託） 

第５条 乙は、指定業務のうち個人情報を取り扱う業務を本協定第１２条第１項ただし書の

規定により第三者（子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する

子会社をいう。）を含む。）に委託する必要がある場合は、甲に対して委託先の名称、委託

する理由、委託して処理する内容、委託先において取り扱う情報、委託先における適切な

安全管理措置の内容並びに委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした書面を提出し、

事前に甲の承認を受けなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により承認を受けようとする委託先が外国にある事業者である場合又

は委託先において取り扱う個人情報が外国に所在するサーバ若しくは事業所に保存される

場合には、甲への書面の提出に当たり、当該外国の名称及び個人情報の保護に関する制度

等に関する情報を示さなければならない。 

３ 乙は、個人情報を取り扱う業務を本協定第１２条第１項ただし書及び前２項の規定によ

り甲の承認を受けて委託する場合、委託先との間で、委託に係る業務を遂行させることに

ついて、第１条から第１９条までの規定により乙が甲に対して負う義務と同様の義務を委

託先に負わせる契約を締結するものとする。この場合において、乙は、委託先の履行を管

理及び監督しなければならない。 
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４ 前３項の規定は、承認を受けた委託先の変更並びに委託先が再委託及びそれ以下の委託

を行う場合について準用する。 

 （安全管理措置義務） 

第６条 乙は、指定業務に係る個人情報及び機密情報の漏えい、滅失又は毀損（以下「漏え

い等」という。）の防止その他の個人情報及び機密情報の安全管理（委託先（承認を受けた

委託先、再委託先及びそれ以下の委託先をいう。）による管理を含む。）のために必要かつ

適切な措置を講じなければならない。 

２ 前項に規定する個人情報の安全管理のための措置は、個人情報の保護に関する法令等に

定める各種の安全管理措置を遵守するものでなければならない。 

 （保管） 

第７条 乙は、指定業務で取り扱う個人情報及び機密情報を他の情報と混在しないよう区別

し、当該個人情報及び機密情報を記録する電子計算機、電磁的記録媒体、書類等を、施錠

ができる保管庫又は入退室管理ができる保管室で厳重に保管しなければならない 。 

２ 乙は、指定業務で取り扱う個人情報を外国に所在するサーバ又は事業所に保管してはな

らない。ただし、やむを得ず外国に所在するサーバ又は事業所に保管する必要がある場合

は、甲に対して当該外国の名称及び個人情報の保護に関する制度等に関する情報を明記し

た書面を提出し、事前に甲の承認を受けなければならない。 

 （持ち出しの禁止） 

第８条 乙は、指定業務の目的を達成するために必要最小限の範囲で持ち出す場合を除き、

指定業務で取り扱う個人情報及び機密情報を本施設外に持ち出してはならない。 

 （搬送又は授受） 

第９条 乙は、指定業務で取り扱う個人情報及び機密情報を搬送又は授受する場合には、パ

スワード設定等による暗号化、鍵付きのケース等への格納等の安全管理上必要な措置を施

さなければならない。 

 （複写及び複製の禁止） 

第１０条 乙は、事前に甲の承認を受けて指定業務の目的を達成するために必要最小限の範

囲で行う場合を除き、指定業務で取り扱う個人情報及び機密情報の全部又は一部を複写し、

又は複製してはならない。 

２ 乙が、前項に規定する甲の承認を受ける場合は、甲乙間の書面での手続を省略すること

ができる。 

 （情報処理における安全確保） 

第１１条 乙は、指定業務のうち個人情報及び機密情報を取り扱う業務について、電子計算

機による情報処理をする場合は、不正アクセス、不正プログラムの感染等による個人情報

及び機密情報の改ざん、窃取、不正な消去等に対する防御機能を装備した電子計算機を使

用する等の安全管理上必要な措置を施さなければならない。 

２ 電子計算機による情報処理に当たっては、私用の電子計算機、外部記憶装置等の機器及

び媒体を使用してはならない。 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第１２条 乙は、事前に甲の承認を受けて行う場合を除き、指定業務で取り扱う個人情報及

び機密情報を、指定業務以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

２ 乙は、前項に規定する甲の承認を事前に受けることができない正当な理由がある場合は、

事後の報告をもって事前の承認に代えることができる。 

 （適正な取得） 
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第１３条 乙は、指定業務を実施するために個人情報を取得するときは、指定業務の目的を

達成するために必要最小限の範囲で行うものとし、偽りその他不正の手段により個人情報

を取得してはならない。 

２ 乙は、個人情報保護法第２０条第２項各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじ

め本人の同意を得ないで、要配慮個人情報（個人情報保護法第２条第３項に規定する要配

慮個人情報をいう。）を取得してはならない。 

 （開示等の請求等） 

第１４条 乙は、保有個人データ（個人情報保護法第１６条第４項に規定する保有個人デー

タをいう。以下同じ。）の開示等の請求等（個人情報保護法第３７条第１項に規定する開示

等の請求等をいう。以下同じ。）に関し、個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年

政令第５０７号）第１２条で定めるところにより請求等を受け付ける方法を定める等、開

示等の請求等に対応するための体制を整備しなければならない。 

２ 乙は、指定業務で取り扱う個人情報のうち個人データ（個人情報保護法第１６条第３項

に規定する個人データをいう。以下同じ。）に該当しない個人情報（特定の個人情報を容易

に検索することができるように体系的に構成されていないものをいう。）への開示の請求を

受けたときは、本人に対し、開示するよう努めなければならない。 

 （甲に対する保有個人データの提供）  

第１５条 乙は、指定業務で取り扱う個人情報について、甲に対する開示請求（個人情報保

護法第７６条第１項の規定による開示の請求をいう。）への対応その他個人情報の取扱いに

ついての確認のために甲から保有個人データの提供の求めがあったときは、合理的な理由

がある場合を除き、その求めに応じなければならない。 

 （返還等） 

第１６条 乙は、指定期間が満了し、又は指定を取り消された場合は、指定業務の実施によ

り知り得た個人情報又は機密情報の記録等を直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。

ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

２ 乙は、個人情報の返還を行ったときは、返還した個人情報の記録名、媒体名、数量、返還

の日時及び担当者名を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

 （事故発生時の対応） 

第１７条 乙は、指定業務に関し個人情報及び機密情報の漏えい等の事故が発生し、又は発

生したおそれがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に

対して事故の内容を報告しなければならない。この場合において、乙は、速やかに当該事

故の原因等の調査を行い、甲に対してその経過及び結果を報告しなければならない。 

２ 乙は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保

に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報の保護に

関する法律施行規則（平成２８年個人情報保護委員会規則第３号。以下「個人情報保護委

員会規則」という。）第７条で規定するものが生じたときは、同規則第８条で定めるところ

により、個人情報保護委員会に報告しなければならない。 

３ 前項に規定する場合には、乙は、本人に対し、個人情報保護委員会規則第１０条で定め

るところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知

が困難な場合において、事案の公表、問合せを受け付けるための窓口の設置その他の本人

の権利利益を保護するために必要な代替措置をとるときは、この限りでない。 

４ 乙は、個人情報及び機密情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、緊急時の対応方

法、連絡体制等を定めなければならない。 
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 （公表措置） 

第１８条 甲は、乙が前各条の規定に違反し、若しくは当該規定の遵守を怠った場合又は個

人情報の漏えい等の事故が発生し、若しくは発生したおそれがある場合は、必要に応じて

その事実を公表することができる。 

 （苦情の処理）  

第１９条 乙は、指定業務で取り扱う個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理

に努めなければならない。 

２ 乙は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 

 （特定個人情報の安全管理措置義務） 

第２０条 乙は、指定業務のうち、特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。次項において「番号法」と

いう。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）を取り扱う業務を行う

に当たっては、同法及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等に基づき、

必要な安全管理措置等を講じなければならない。 

２ 乙は、従事者に対し、指定業務で取り扱う特定個人情報を不正に取り扱ったときは、番

号法の規定により刑罰が科される旨を周知しなければならない。 

３ 甲は、乙の前２項の安全管理措置等について、適切に講じられていることを確認するた

めに、乙に対し、当該安全管理措置等の内容及びその遵守状況について報告を求めるもの

とする。 

（※第２０条については、利用者の個人番号を利用する指定業務がある場合に規定してく

ださい。その場合、第５条第３項の「第１９条まで」を「第２０条まで」に、第１８条の

「前各条」を「前各条及び第２０条」に修正してください。） 
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別紙４ 墨田区公契約条例に関する特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、本協定の履行に当たり、墨田区公契約条例（令和５年墨田区条例第３１号。

以下「条例」という。）及び墨田区公契約条例施行規則（令和５年墨田区規則第５７号。

以下「規則」という。）を遵守するものとする。 

（定義） 

第２条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 ⑴ 受注関係者 次に掲げる者をいう。 

  ア 甲以外の者から本協定に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者（次号イに掲

げる者を除く。） 

  イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６

０年法律第８８号）の定めるところにより乙又はアに掲げる受注関係者に次号アに掲

げる労働者を派遣する者 

 ⑵ 労働者等 次に掲げる者をいう。 

  ア 乙又は受注関係者に雇用され、本協定に係る業務に従事する最低賃金法（昭和３４

年法律第１３７号）第２条第１号に掲げる労働者 

  イ 乙又は受注関係者との契約により本協定に係る業務の一部を請け負い、又は受託す

る者で、当該業務を他の者を使用しないで行うもの 

 ⑶ 労働報酬 本協定に係る業務についての労働の報酬で次に掲げるものをいう。 

  ア 前号アに掲げる労働者がその雇用する乙又は受注関係者から得る賃金 

  イ 前号イに掲げる者が同号イの契約により得る収入 

（労働関係法令の遵守） 

第３条 乙は、労働基準法（昭和２２年法律第４９条）、労働安全衛生法（昭和４ 

７年法律第５７号）、最低賃金法その他関係法令を遵守し、労働者の労働環境等 

を確保しなければならない。 

２ 乙は、前条第２号イに掲げる者と請負契約又は業務委託契約を締結しようとするとき

は、その条件を前項の関係法令の趣旨を尊重したものとしなければならない。 

３ 乙は、労働者等を雇用形態に応じ社会保険に加入させなければならない。 

（労働報酬の支払） 

第４条 乙は、労働者等（最低賃金法第７条に規定する労働者を除く。前条第３項、次条及

び第７条を除き、以下同じ。）に対し、条例第８条に規定する労働報酬下 

限額（以下「労働報酬下限額」という。）以上の額の労働報酬を支払わなければ 

ならない。 

（労働者等の継続雇用） 
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第５条 本協定が継続性のある業務であるときは、乙は、当該業務に従事する労働者等の雇

用の安定並びに当該業務の質の維持及び継続性の確保に配慮し、本協定の締結前から当該

業務に従事していた労働者等のうち希望する者を雇用するよう努めるものとする。 

（乙の講ずべき措置） 

第６条 乙は、受注関係者が労働者等に対して支払うべき労働報酬を支払わないとき、又は受

注関係者が支払った労働報酬の額が労働報酬下限額を下回るときは、 

当該受注関係者と連帯して、当該労働者等に対し、当該労働報酬に相当する金額 

又は労働報酬下限額と当該支払った労働報酬の額との差額に相当する金額が支払 

われるよう、必要な措置を講じなければならない。 

 （労働条件等の報告） 

第７条 乙は、規則第１１条に規定する労働者等に係る労働条件等に関する事項を甲に報告

しなければならない。 

 （労働者等に対する周知） 

第８条 乙は、次に掲げる事項を作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示し、又は労働者

等に対し当該事項を記載した書面を交付しなければならない。 

⑴ 労働報酬下限額 

⑵ 労働報酬下限額の適用対象となる労働者等の範囲 

⑶ 条例第１１条に規定する申出に関する事項及び当該申出をするときの連絡先 

⑷ 労働者等は、前号の申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他の不

利益な取扱いを受けないこと。 

⑸ 第６条に規定する事項 

 （不利益な取扱いの禁止） 

第９条 乙は、条例第１１条に規定する申出を受けたときは、誠実に対応するとともに、当

該申出をした労働者等について、当該申出をしたことを理由として解雇、請負契約又は業

務委託契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

 （報告及び立入検査） 

第１０条 乙は、条例第１２条第１項の規定による報告の求め及び立入検査に応じ、協力し

なければならない。 

 （是正措置） 

第１１条 甲は、条例第１２条第１項の規定による報告又は立入検査の結果、乙が条例の規

定又はこの特記事項に違反していると認めるときは、乙に対し速やかに当該違反を是正す

るために必要な措置を講ずるよう求めることができる。 

２ 乙は、前項の規定による求めを受けたときは、速やかに当該違反を是正する措置その他

必要な措置を講じ、その結果について甲に報告しなければならない。 

 （指定の取消し） 

第１２条 甲は、乙又は受注関係者が次のいずれかの事由に該当するときは、その指定を取

り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
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 ⑴ 条例第１２条第１項に規定する報告の求めに応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は

検査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査等における質問に対して答弁

せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

 ⑵ 前条第１項の規定による求めに応じないとき。 

 ⑶ 前条第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 （損害賠償） 

第１３条 乙は、甲が前条の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の

全部若しくは一部の停止を命じた場合において、それにより甲に損害が生じたときは、当

該損害を賠償しなければならない。 

２ 甲は、前条の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しく

は一部の停止を命じた場合において、乙又は受注関係者に損害が生じても、その損害を賠

償する責任を負わない。 

 （違約金） 

第１４条 甲は、第１２条の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の

全部若しくは一部の停止を命じたときは、乙に対し違約金の支払を求めることができる。

この場合において、違約金の額については、本協定第４２条第３項の規定を準用する。 

２ 前項の違約金の額は、損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しないものとする。 

 （受注関係者との契約） 

第１５条 乙は、受注関係者と契約を締結するときは、乙が遵守すべきこの特記事項につい

て、受注関係者が乙に準じて当該特記事項を遵守することとなるよう、定めなければなら

ない。 
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別紙５ リスク分担表（甲は墨田区、乙は指定管理者） 

種  類 内    容 
負担者 

甲 乙 

法令等の新設・変更 

施設の管理運営に影響のある法令等の新設・変更 

（他の項目に記載されているものを除く。） 
○  

指定管理者自身に影響のある法令等の新設・変更  ○ 

税制の変更 

施設の管理運営に影響のある税制の新設・変更（税率の変更を含む。） 

（他の項目に記載されているものを除く。） 
○  

法人税、法人住民税等、指定管理者自身に影響のある税制の新設・変更 

（税率の変更を含む。） 
 ○ 

資金調達 
資金調達できなくなったことによる施設の管理運営の中断等  ○ 

甲から乙への指定管理料の支払遅延により生じた損害 ○  

市場環境等の変化 

物件費、人件費等物価の変動に伴う経費の増加  ○ 

金利の変動に伴う経費の増加  ○ 

他施設との競合による利用者又は収入の減少  ○ 

当初の需要見込みと異なる状況の発生による経費の増加、利用者又は収入

の減少 
 ○ 

甲の都合による経費の増加 ○  

利用者への損害賠償 

乙の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合 

（不適切な施設の管理運営による利用者の怪我等） 
 ○ 

甲の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合 ○  

上記以外の事由により利用者に損害を与えた場合 協議 

第三者への損害賠償 

乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合 

（不適切な施設の管理運営による騒音、振動等の苦情等を含む。） 
 ○ 

甲の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合 ○  

上記以外の事由により第三者に損害を与えた場合 協議 

管理運営の中止・中

断 

甲の責めに帰すべき事由又は甲の緊急的事由による管理運営の中止・中断 ○  

乙の責めに帰すべき事由による管理運営の中止・中断  ○ 

上記以外の事由による管理運営の中止・中断 協議 

施設等の損傷 

経年劣化、第三者の行為（相手方が特定できないものを含む。）による管理

施設の損傷のうち、修繕費用が１件につき税込１３０万円未満のもの 
 ○ 

経年劣化、第三者の行為（相手方が特定できないものを含む。）による管理

施設の損傷のうち、修繕費用が１件につき税込１３０万円以上のもの 
○  

乙の責めに帰すべき事由による施設等の損傷  ○ 

上記以外の事由による施設等の損傷 ○  

不可抗力 
不可抗力による管理運営の中止・中断 ○ (※１) 

不可抗力による施設等の損壊における復旧費用 ○ (※２) 

環境問題 

施設又は用地から有害物質等が発生した場合 ○  

施設の管理運営及び自主事業に起因する有害物質の排出・漏えい、騒音、

振動、光、臭気等に関するもの 
 ○ 

セキュリティ 乙の警備不備による損害（盗難、情報の漏えい、犯罪の発生等）  ○ 

事業終了時の費用 指定期間の満了又は指定の取消しの場合における原状回復及び撤収費用  ○ 

※１ 不可抗力により乙に損害又は増加費用が発生した場合、当該損害又は増加費用については、合理性の認め

られる範囲で甲が負担する。 
※２ 損壊復旧に係る費用を乙が付保した保険により補填された場合にあっては、当該補塡された金額相当分に

ついては、甲の負担に含まないものとする。 
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施設名の管理運営に関する協定書〔ひな型〕 

（※指定管理料の支払がない施設） 

令和５年６月作成 

令和６年６月修正 

令和７年５月修正 

令和８年４月修正 

企画経営室 

 

 墨田区（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、■■■（以下「本施

設」という。）の管理運営に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

目次 

 第１章 総則（第１条－第５条） 

 第２章 指定業務の範囲及び実施条件（第６条－第８条） 

 第３章 指定業務の実施等（第９条－第１８条） 

 第４章 物品の取扱い（第１９条－第２１条） 

 第５章 業務実施に係る確認事項（第２２条－第２６条） 

 第６章 指定管理料及び利用料金（第２７条－第３１条） 

 第７章 損害賠償及び不可抗力（第３２条－第３８条） 

 第８章 指定期間の満了（第３９条－第４１条） 

 第９章 指定の取消し（第４２条－第４７条） 

 第１０章 その他（第４８条－第５９条） 

 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 本協定は、〇〇〇〇条例（平成〇〇年墨田区条例第〇〇号。以下「条例」という。）

第〇〇条の規定に基づき、甲が設置する本施設の管理運営業務を指定管理者である乙に行

わせるに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 （指定の意義及び公共性の趣旨の尊重） 

第２条 甲及び乙は、本施設の管理運営に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、

民間団体たる乙の能力を活用して本施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成し、本施設

のサービスの拡充や○○○事業の推進を図ることにあることを確認する。 

２ 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う管理運営業務

（以下「指定業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣

旨を尊重するものとする。 

 （信義誠実の原則） 

第３条 甲及び乙は、本協定を、互いに協力し信義に従い誠実に履行しなければならない。 

 （管理物件） 

第４条 指定業務の対象となる物件は、別紙１に掲げる管理施設及び管理物品（以下「施設

等」という。）とする。 

２ 乙は、善良なる管理者の注意をもって施設等を管理しなければならない。 

 （指定期間等） 

第５条 本施設の指定管理者の指定期間（以下「指定期間」という。）は、〇〇年〇月〇日か
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ら〇〇年〇月〇日までとする。 

２ 指定業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

   第２章 指定業務の範囲及び実施条件 

 （指定業務の範囲） 

第６条 乙が行う指定業務の範囲は、次のとおりとする。 

 ⑴ 事業の運営に関する業務 

 ⑵ 施設等の利用に関する業務 

 ⑶ 施設等の維持管理に関する業務 

 ⑷ 管理施設の環境整備に関する業務 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務 

（※各施設の業務の範囲を規定してください。） 

２ 前項各号の業務の内容について、疑義が生じたときは、甲及び乙の協議の上、決定する

ものとする。 

３ 第１項各号に掲げる業務の細目は、甲が定める仕様書（別紙２。以下「仕様書」という。）

のとおりとする。 

 （覚書の締結） 

第７条 指定業務の実施その他本協定の内容について、その詳細を定める必要がある事項に

ついては、毎年度、甲と乙との間で覚書を締結するものとする。 

 （関係法令の遵守等） 

第８条 乙は、条例、〇〇〇条例施行規則（〇〇年墨田区規則第〇〇号。以下「規則」とい

う。）、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労

働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）、建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭

和４５年法律第２０号）、消防法（昭和２３年法律第１８６号）その他の乙が行う指定業務

に関係する法令及び条例その他の規程（以下「関係法令」という。）を遵守しなければなら

ない。 

２ 乙は、指定業務の円滑な執行を期するため、関係法令、本協定、前条の覚書（以下「関係

法令等」という。）に基づき、甲の承認を得て、必要な規程を定めるものとする。 

 

   第３章 指定業務の実施等 

 （指定業務の実施） 

第９条 乙は、条例、規則、本協定、第７条の覚書、本施設指定管理者募集要項（以下「募集

要項」という。）及び本施設指定管理者要求水準書（以下「要求水準書」という。）のほか、

乙が本施設の指定管理者の指定の申請の際に提出した事業計画書（甲が承認したものに限

る。以下「申請時の事業計画書」という。）及び第２２条第１項の事業計画書の内容に基づ

き、誠実に指定業務を実施するものとする。 

２ 本協定、募集要項、要求水準書及び申請時の事業計画書の間に矛盾又はそごがある場合

は、本協定、募集要項、要求水準書、申請時の事業計画書の順にその解釈が優先するもの

とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、申請時の事業計画書において要求水準書の内容を上回る水準

の内容が計画されている場合は、申請時の事業計画書に示された内容によるものとする。 

 （従事者の配置等） 
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第１０条 乙は、指定業務の実施に当たり、必要な従事者を配置するとともに、その中から

本施設を代表し管理監督を行う責任者を定め、事前に甲に報告しなければならない。 

 （業務開始の準備） 

第１１条 乙は、指定業務の開始に先立ち、指定業務の実施に必要な資格を有する者及び人

材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。 

（※各施設の性格に応じ具体的に規定してもよい。） 

２ 前項に係る費用は、乙が負担するものとする。 

 （委託の禁止） 

第１２条 乙は、指定業務を第三者に委託してはならない。ただし、事前に甲の承認を受け

た場合に限り、指定業務の一部を第三者に委託することができる。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により指定業務の一部を第三者に委託した場合は、当該委託

に係る業務の実施状況を甲に報告するものとする。 

３ 第１項ただし書の規定による委託に係る経費は、利用料金による収入（以下「利用料金

収入」という。）又は第２７条第１項の指定管理料から支出するものとし、指定業務に関し

て乙から委託を受けた第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用につい

ては、全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担

するものとする。 

４ 乙は、指定業務の実施に当たり、墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３

年５月１６日２３墨総契第１３５号）第４条第１項の規定による入札参加除外措置を受け

ている者又は東京都若しくは他の区市町村で同様の入札参加除外措置を受けている者に指

定業務の一部を委託し、又は２次以降の再委託をさせてはならない。この場合において、

乙は、当該指定業務の一部を受託し、又は再受託をした者が指定期間中に入札参加除外措

置を受けた場合は、速やかに当該契約を解除しなければならない。 

 （施設等の保全） 

第１３条 乙は、施設等を指定業務の目的以外の用途に使用しないものとし、第三者に貸与

し、交換し、又は譲渡してはならない。 

 （管理施設の修繕） 

第１４条 管理施設の改築、改造、移設及び１件につき１３０万円（消費税及び地方消費税

を含む。）以上の修繕（以下「大規模修繕等」という。）については甲が自己の費用と責任に

おいて行うものとし、１件につき１３０万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満の修繕

については、乙が自己の責任において行い、その費用は利用料金収入又は第２７条第１項

の指定管理料から支出するものとする。 

２ 乙は、大規模修繕等が必要と認められる事態が生じた場合には、直ちに甲に報告しなけ

ればならない。 

 （緊急時の対応） 

第１５条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事態（以下「事故等」という。）が生じた場

合は、乙の責任において応急措置を講ずるほか、当該事故等の影響を早期に除去し、当該

事故等による損害又は増加費用を最小限にするよう努めるとともに、直ちに甲に報告し、

その指示を受けるものとする。 

 ⑴ 災害その他の事由により、指定業務の実施が困難となったとき、又はそのおそれがあ

るとき。 

 ⑵ 施設等の全部又は一部が毀損し、又は滅失したとき。 

 ⑶ 施設等の利用者及び従事者等に事故があったとき。 
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 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定業務の実施に支障を来す事態が生じたとき。 

２ 乙は、事故等が発生した場合は、甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。 

（個人情報等の取扱い） 

第１６条 乙又は指定業務に従事する者が、指定業務の実施に当たり、個人情報（個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第２条

第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）等を取り扱う場合に遵守すべき義務等につ

いては、個人情報等の取扱いに関する特記事項（別紙３）に定めるところによる。 

２ 前項の場合において、乙及び指定業務に従事する者は、個人情報等の取扱いに関する特

記事項のほか、条例第○○条の規定により、個人情報保護法の規定を遵守しなければなら

ない。 

 （情報公開） 

第１７条 乙は、墨田区情報公開条例（平成１３年墨田区条例第３号）の趣旨に基づき、甲

の承認を得て、指定業務に関し保有する情報の公開を積極的に行うための必要な規程を定

めるとともに、情報公開のための必要な措置を講ずるものとする。 

 （墨田区公契約条例に関する取扱い） 

第１８条 乙が指定業務の執行に当たり遵守すべき墨田区公契約条例（令和５年墨田区条例

第３１号）及び墨田区公契約条例施行規則（令和５年墨田区規則第５７号）に規定する義

務等については、墨田区公契約条例に関する特記事項（別紙４）に定めるところによる。 

 

   第４章 物品の取扱い 

 （甲による物品の貸与） 

第１９条 甲は、指定業務の用に供する物品のうち、別紙１に定める貸与物品を無償で乙に

貸与する。 

２ 乙は、指定期間中、貸与物品（次項及び第４項の規定により購入し、又は調達した物品

を含む。）を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 甲は、貸与物品が経年劣化等により指定業務の実施の用に供することができなくなった

場合は、乙との協議により、必要に応じて甲の費用で当該貸与物品の代替となる物品を購

入し、又は調達するものとする。 

４ 乙は、故意又は過失により貸与物品を毀損し、又は滅失した場合は、甲との協議により、

必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は乙の費用で当該貸与物品と同等の機能及び価値

を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。この場合において、乙が購入

し、又は調達した物品の所有権又は使用権は、甲に帰属する。 

 （乙による物品の購入等） 

第２０条 乙は、貸与物品のほか、別紙１に定める指定物品及び指定業務の実施に必要な物

品（以下「指定物品等」という。）を、利用料金収入又は第２７条第１項の指定管理料によ

り購入し、又は調達し、指定業務の実施の用に供するものとする。 

２ 乙は、指定物品等が経年劣化等により指定業務の実施の用に供することができなくなっ

た場合は、利用料金収入又は第２７条第１項の指定管理料により当該指定物品等の代替と

なる物品を購入し、又は調達するものとする。 

３ 乙は、故意又は過失により指定物品等を毀損し、又は滅失した場合は、甲との協議によ

り、必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は乙の費用で当該指定物品等と同等の機能及

び価値を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。 

４ 乙は、第１項に規定するもののほか、乙の費用で任意に購入し、又は調達した物品を、
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指定業務の実施のために使用することができる。 

５ 乙は、第１項又は第２項の規定により、１件５万円（消費税及び地方消費税を含む。）以

上の物品を購入し、又は調達した場合は、甲にその物品名及び価格を通知するものとする。 

６ 指定物品等（第２項又は第３項の規定により購入し、又は調達したものを含む。以下同

じ。）の所有権又は使用権は、甲に帰属する。 

（※指定物品の指定がない場合は、第２０条を次のとおりとしてください。） 

第２０条 乙は、貸与物品のほか、指定業務の実施に必要な物品を、利用料金収入又は第２

６条第１項の指定管理料により購入し、又は調達し、指定業務の実施の用に供するものと

する。 

２ 乙は、前項の規定により供する物品（以下「指定物品」という。）が経年劣化等により指

定業務の実施の用に供することができなくなった場合は、利用料金収入又は第２７条第１

項の指定管理料により当該物品の代替となる物品を購入し、又は調達するものとする。 

３ 乙は、故意又は過失により指定物品を毀損し、又は滅失した場合は、甲との協議により、

必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は乙の費用で当該指定物品と同等の機能及び価値

を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。 

４ 乙は、第１項に規定するもののほか、乙の費用で任意に購入し、又は調達した物品を、

指定業務の実施のために使用することができる。 

５ 乙は、第１項又は第２項の規定により、１件５万円（消費税及び地方消費税を含む。）以

上の物品を購入し、又は調達した場合は、甲にその物品名及び価格を通知するものとする。 

６ 第１項から第３項までの規定により購入し、又は調達した物品の所有権又は使用権は、

甲に帰属する。 

 （物品の管理） 

第２１条 乙は、物品の管理に関して、貸与物品、指定物品、その他の物品に分類し、品目、

数量、現在高等を記載した帳簿を備え、物品の適切な管理に努めなければならない。 

２ 乙は、毎年度の指定業務終了後、第２３条第２項に規定する事業報告書及び収支決算書

の提出と併せて、物品の管理状況について報告するものとする。 

 

   第５章 業務実施に係る確認事項 

 （事業計画書等） 

第２２条 乙は、毎年度３月１０日（当該日が土曜日又は日曜日の場合は、その前の土曜日

及び日曜日でない日）までに、次年度の事業計画書及び収支予算書を甲に提出し、その承

認を受けなければならない。 

２ 乙は、年度の途中において、事業計画書又は収支予算書の内容を変更しようとするとき

は、甲及び乙の協議により変更するものとする。 

 （事業報告書等） 

第２３条 乙は、毎月終了後、翌月１０日までに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を

甲に提出するものとする。 

⑴ 指定業務の実施状況に関する事項 

⑵ 施設等の利用状況に関する事項 

⑶ 利用料金収入等の実績及び管理運営経費の収支状況に関する事項 

⑷ 第５１条第１項の自主事業の実施状況及び収支状況に関する事項 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、甲が指示する事項 

（※甲が指示する事項は、施設等の破損・修繕状況、事故等の顛末や事後処理状況、苦情・
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要望等を基本とし、具体的に規定してもよい。） 

２ 乙は、毎年度終了後、３０日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書及び収支決

算書を甲に提出するものとする。 

 ⑴ 指定業務の実施実績に関する事項 

⑵ 施設等の利用実績に関する事項 

 ⑶ 利用料金収入等の実績及び管理運営経費の収支実績に関する事項 

 ⑷ 自己評価に関する事項 

⑸ 第５２条第１項の自主事業の実施実績及び収支実績に関する事項 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、甲が指示する事項 

３ 乙は、年度の途中において、乙に対する指定管理者の指定が取り消され、又は期間を定

めて指定業務の全部又は一部の停止を命じられた場合は、それらの日から３０日以内に当

該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の前項各号に掲げる事項を記載した事業報

告書及び収支決算書を甲に提出しなければならない。 

４ 前３項の規定にかかわらず、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、事業報告書

等の提出期限を延長することができる。 

 （業務の実施状況の確認） 

第２４条 甲は、前条の規定により乙が提出した事業報告書等に基づき、指定業務が適切か

つ効率的に実施されているか確認を行うとともに、乙に対し、指定業務又はこれに係る経

理の状況に関し随時報告を求め、実地に調査することができる。 

２ 乙は、甲から前項の報告及び調査に係る申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合

を除き、その申出に応じなければならない。 

 （業務の実施状況の評価及び改善指示） 

第２５条 甲は、前条第１項の確認に基づき、乙による指定業務の実施状況について評価を

行うものとする。 

２ 甲は、前項の評価の結果、乙による指定業務の実施状況が、条例、規則、本協定その他甲

が示した条件を満たしていないと認められる場合は、乙に対して業務の改善を指示するも

のとする。 

３ 乙は、前項の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

 （その他の方法による事業評価等） 

第２６条 乙は、本施設の利用者の満足度、意見、要望等を把握し、指定業務に反映させる

ため、利用者アンケートを年１回以上実施するとともに、その他のモニタリングに努めな

ければならない。 

２ 乙は、前項の規定により実施した利用者アンケートその他のモニタリングの結果等の内

容について、甲に報告するとともに、公表に努めるものとする。 

３ 乙は、甲又は甲が委託する第三者がモニタリングのために実施する書類審査、立入検査、

利用者アンケート等について、合理的な理由がある場合を除き、協力しなければならない。 

 

   第６章 指定管理料及び利用料金 

 （指定管理料の支払） 

第２７条 乙は、指定業務に要する経費（諸経費を含む。以下「管理運営経費」という。）を

利用料金収入、事業収入及びその他収入をもって賄うものとし、甲は、乙に対して指定業

務の実施の対価（以下「指定管理料」という。）を支払わないものとする。ただし、次条の

規定により管理運営経費を変更し、本文の収入をもって当該経費を賄うことができないと
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認める場合は、甲は、乙に対して指定管理料を支払うことができる。 

２ 前項ただし書の規定により指定管理料を支払う場合の指定管理料の算定方法、額、請求

方法、支払方法等については、別に定めるものとする。 

 （管理運営経費の変更） 

第２８条 甲又は乙は、指定期間中に法令又は指定業務の変更その他やむを得ない事由によ

り管理運営経費が不適当となったと認めた場合は、相手方に対する通知をもって管理運営

経費の変更を申し出ることができる。 

２ 甲又は乙は、前項の規定による申出を受けたときは、協議に応じなければならない。 

３ 管理運営経費の変更の要否、変更金額等については、前項の協議により決定するものと

する。 

 （利用料金） 

第２９条 乙は、条例○○条第○○項の規定により、施設等に係る利用料金を自己の収入と

して収受することができる。 

２ 乙の収入となる利用料金は、指定期間中の利用に係る利用料金のみとする。 

３ 乙が、指定期間外の利用に係る利用料金を収受した場合は、甲又は甲が指定する者に引

き継ぐものとする。 

４ 利用料金の額は、条例○○条第○○項に規定する額の範囲内において乙が定めるものと

する。ただし、その決定及び改定については、事前に甲の承認を受けるものとし、必要に

応じて甲及び乙で協議を行うものとする。 

５ 乙は、指定期間中の各年度における当初の利用料金の収入見込額、事業収入の見込額及

びその他収入の見込額（事業計画書等の内容の変更に伴い当初の収入見込額に変更が生じ

た場合は、当該変更後の収入の見込額）の総額が管理運営経費を超える場合は、当該超え

る額に相当する額を甲に納付するものとする。 

６ 乙は、指定期間中の各年度における利用料金の収入実績額が当初の収入見込額（事業計

画書等の内容の変更に伴い当初の収入見込額に変更が生じた場合は、当該変更後の収入の

見込額）を超えた場合は、当該超えた額の２分の１に相当する額を甲に納付するものとす

る。 

 （会計） 

第３０条 乙は、指定業務に係る会計を他の事業と区分して設け、その経理を常に明確にし

ておかなければならない。 

２ 乙は、前項の会計に関する帳簿及び関係書類を、指定期間の満了後又は指定が取り消さ

れた後５年間保存するものとする。 

 （指定業務の実施に係る指定管理者の口座） 

第３１条 乙は、指定業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的として、

指定業務に固有の預金口座を開設し、その適切な運用を図るとともに、ペイオフ制度への

対策を講じ、損害を被ることのないよう十分に留意しなければならない。 

２ 前項の対策を講じたにもかかわらず、指定業務に係る預金口座に損害が生じた場合は、

乙の責任においてこれを補塡しなければならない。この場合において、本協定に係る乙の

履行義務は、免責されない。 

 

   第７章 損害賠償及び不可抗力 

 （損害賠償の義務） 

第３２条 甲は、乙が関係法令等に定める義務の履行を怠り、又は関係法令等に定める各条



資料４－２ 施設名の管理運営に関する協定書〔ひな型〕（※指定管理料の支払がない施設） 

- 8 - 

項に違反したときは、そのことによって生じた損害の賠償を乙に求めることができる。た

だし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することが

できる。 

２ 乙は、指定業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により施設等に損害を与えた

場合は、甲に対し損害の賠償をしなければならない。ただし、甲は、やむを得ない理由が

あると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。 

 （第三者への賠償） 

第３３条 乙は、指定業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が

生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場

合は、乙に対して賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。 

 （保険） 

第３４条 甲は、乙の指定業務の実施に当たり、次に掲げる保険を付保するものとする。 

＜例示＞ 

 ⑴ 火災保険 

 ⑵ 施設賠償責任保険 

 ⑶ 第三者賠償責任保険 

２ 乙は、指定業務の実施に当たり、次に掲げる保険を付保しなければならない。 

＜例示＞ 

 ⑴ 火災保険 

 ⑵ 施設賠償責任保険 

 ⑶ 第三者賠償責任保険 

 （不可抗力発生時の対応） 

第３５条 不可抗力の発生により甲又は乙に損害又は増加費用が発生するおそれがある場合

は、乙は早急に適切な対応措置を講じ、不可抗力により発生する損害又は増加費用を最小

限にするよう努めなければならない。 

 （不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第３６条 乙は、不可抗力の発生に起因して乙に損害又は増加費用が発生した場合は、その

内容及び程度の詳細を書面で甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による通知を受け取ったときは、損害状況の確認を行った上で、乙と

協議し、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して乙に損害又は増加費用が発生した場合における当該損害又は

増加費用については、合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。この場合にお

いて、乙が付保した保険により補塡された金額相当分については、甲の負担に含まないも

のとする。 

４ 不可抗力の発生に起因して甲に損害又は増加費用が発生した場合における当該損害又は

増加費用については、甲が負担するものとする。 

 （不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第３７条 前条第２項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により指定業務の一部を実施

することができなくなったと認められた場合、乙は、不可抗力により影響を受ける限度に

おいて本協定に定める義務を免れるものとする。 

２ 不可抗力の発生により、乙が指定業務の一部を実施することができなくなった場合にお

いて、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務の一部を実施しなかったことにより免れた費
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用分を乙に対して利用料金収入から納付することを求めることができ、又は、指定管理料

から減額することができる。 

（リスク分担） 

第３８条 乙の指定業務の実施に当たり支障が生ずるおそれのある事項（以下「リスク」と

いう。）の分担については、第３２条、第３３条及び前２条に規定する事項のほか、リスク

分担表（別紙５）のとおりとする。 

２ 第３２条、第３３条、前２条及びリスク分担表に定める事項以外のリスクが生じた場合

は、甲乙協議の上、リスク分担を決定する。 

３ 前２項のリスク分担により発生する補償又は賠償の方法及び費用については、甲及び乙

が誠意を持って協議し、決定する。 

 

   第８章 指定期間の満了 

 （業務の引継ぎ等） 

第３９条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本施設の管理運営上支障がないよ

う、速やかに甲又は甲が指定した者に対して指定業務の引継ぎを行わなければならない。

ただし、乙が指定期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときは、この限りでない。 

 ⑴ 指定期間が満了するとき、又は乙が指定を取り消されたとき（次号に掲げる場合を除

く。）。 

 ⑵ 乙の責めに帰することのできない事由又は不可抗力により、指定業務の継続が困難で、

甲及び乙で協議の上、指定を取り消すとき。 

２ 前項の場合において、甲が必要と認めるときは、指定期間の満了又は指定の取消しに先

立ち、乙は、甲又は甲が指定する者による施設の視察を受け入れなければならない。 

３ 第１項の指定業務の引継ぎに係る費用は、乙が負担するものとする。 

 （原状回復義務） 

第４０条 乙は、指定期間の満了までに、施設等を指定業務開始時の原状に回復し、甲に対

して施設等を明け渡さなければならない。ただし、乙が指定期間の満了後引き続き指定管

理者に指定されたときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は、施設等の原状回復を行わず

に、別途甲が定める状態で甲に対して施設等を明け渡すことができるものとする。 

 （物品の取扱い） 

第４１条 指定期間の満了に当たっての物品の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

ただし、乙が指定期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときは、この限りでない。 

 ⑴ 貸与物品及び指定物品等については、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継が

なければならない。 

 ⑵ 第２０条第４項の規定により乙が購入し、又は調達した物品については、原則として

乙が自己の費用及び責任で撤去するものとする。ただし、甲及び乙の協議において両者

が合意した場合にあっては、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐことができ

る。 

 

   第９章 指定の取消し 

 （甲による指定の取消し） 

第４２条 甲は、条例第○条に規定するもののほか、乙が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部の停
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止を命ずることができる。 

 ⑴ 指定業務の実施に際し、不正行為があったとき。 

 ⑵ 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

 ⑶ 本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

⑷ 乙の責めに帰すべき事由により、乙から指定の取消しの申出があったとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、甲が乙による指定業務の実施を継続することが適当でな

いと認めるとき。 

２ 前項の規定により甲が指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合においては、乙に損害又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責め

を負わない。 

３ 乙は、第１項の規定により指定が取り消された場合は、当該年度の指定業務に係る支出

予定額の１０％に相当する額を違約金として、その請求を受けた日から３０日以内に甲に

支払うものとする。この場合において、違約金は、損害賠償額の予定又はその一部とは解

釈しないものとする。 

（暴力団等排除に係る指定の取消し） 

第４３条 甲は、乙又は乙の役員若しくは使用人（以下この条において「乙等」という。）が

次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。この場合において、

甲は、何ら催告を要しないものとする。 

 ⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。）第２条第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）であるとき、同条第６号に規定する暴

力団員若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」

という。）であるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が乙の経営に実質的に関与してい

るとき。 

⑵ 乙等若しくは第三者の不正な利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴力

団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。 

⑶ 暴力団又は暴力団員等に対して、直接的又は間接的に金銭、物品その他の財産上の利

益を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。 

⑷ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 

⑸ 第１２条第１項ただし書の規定による委託に関し、委託先が前各号のいずれかに該当

する者であることを知りながら、当該委託に係る契約を締結したと認められるとき。 

２ 前項の規定により指定が取り消された場合においては、乙に損害又は増加費用が生じて

も、甲は一切賠償の責めを負わない。 

３ 乙は、第１項の規定により指定が取り消された場合は、当該年度の指定業務に係る支出

予定額の１０％に相当する額を違約金として、その請求を受けた日から３０日以内に甲に

支払うものとする。この場合において、違約金は、損害賠償額の予定又はその一部とは解

釈しないものとする。 

４ 甲は、第１項各号の規定に該当する疑義が乙等に生じた場合は、警視庁に該当の可否に

関する確認を行うことができる。 

 （乙による指定の取消しの申出） 

第４４条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定の取消しを申し出

ることができる。 

 ⑴ 甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

 ⑵ 甲の責めに帰すべき事由により、乙が損害を受け、指定業務の実施を継続することが
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困難であると認めるとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、甲において、乙が指定の取消しの申出をすることがやむ

を得ないと認めるとき。 

２ 甲は、前項の規定により申出を受けた場合、乙との協議を経てその措置を決定するもの

とする。 

 （不可抗力による指定の取消し） 

第４５条 甲又は乙が、不可抗力により発生した事故等により、指定業務の継続等が困難で

あると判断した場合は、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができる。 

２ 甲は、前項の協議の結果、やむを得ない事情があると判断した場合は、指定の取消しを

行うものとする。 

３ 前項の指定の取消しによって乙に発生した損害又は増加費用は、合理性が認められる範

囲で甲が負担することを原則として、甲及び乙の協議により決定するものとする。 

 （指定取消しに係る原状回復義務等） 

第４６条 第４０条及び第４１条の規定は、甲及び乙が合意した場合を除き、第４２条から

前条までの規定により指定を取り消した場合に準用する。この場合において、第４０条第

１項中「指定期間の満了までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 

 （利用料金等の納付等） 

第４７条 甲は、条例第〇〇条の規定又は本協定第４２条から第４３条までの規定により年

度の途中において指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部の停止

を命じたときは、乙が収受した利用料金の全部若しくは一部の納付又は乙に対して支払っ

た指定管理料の全部若しくは一部の返還を求めることができる。 

 

   第１０章 その他 

 （危機管理） 

第４８条 乙は、甲が定めた墨田区危機管理基本計画に基づき、甲から危機管理に関する指

導及び助言があった場合は、誠実に対応しなければならない。 

２ 乙は、甲が定めた墨田区危機管理基本計画に基づくマニュアルを作成し、従事者等に周

知徹底を図るものとする。 

３ 乙は、大地震・大洪水及び新型インフルエンザ等の発生時における業務継続計画を策定

するものとし、策定に当たっては、甲が定める墨田区事業継続計画（地震・風水害編、新型

インフルエンザ編）との整合を図るものとする。 

４ 乙は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号の災害又は武力攻撃

事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）第２

条第４項の武力攻撃災害の発生により、利用者及び近隣住民の救護が必要な場合は、甲の

指示に従い救護を行うものとする。 

５ 乙は、前項の救護を実施するため、応急対策用資機材を備蓄し、及び甲が実施する訓練、

啓発等に協力するとともに、甲との連携に努めなければならない。 

６ 前項の応急対策用資機材の所有権は、乙に帰属するものとする。 

７ 乙は、東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２０２号）に基づき、事業所防災

計画の作成等適切な対応を行わなければならない。 

８ 乙は、墨田区安全で安心なまちづくり推進条例（平成１７年墨田区条例第５４号）に定

める事業者の責務に従い、自主的防犯・防火活動を行う等、安全で安心なまちづくりに寄

与しなければならない。 
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９ 乙は、火災等の緊急事態において、近隣住民の救護が必要な事態が生じた場合は、応急

措置を講ずるとともに、直ちに甲に連絡し、必要に応じその指示を受けるものとする。 

 （施設の利用承認に係る暴力団排除） 

第４９条 乙は、本施設の利用承認に関し、利用の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、

又は運営に資することとなるものと認めるときは、墨田区暴力団排除条例（平成２４年墨

田区条例第３７号）に基づき、甲と協議の上、適正に事務を処理しなければならない。 

（※第４９条は、指定管理者が利用承認を行う施設のみ規定してください。） 

 （権利義務の譲渡の禁止） 

第５０条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担

保の目的に供してはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りでない。 

 （運営協議会の設置） 

第５１条 甲及び乙は、指定業務を円滑に実施するため、情報交換、業務の調整等を図る運

営協議会を設置するものとする。 

２ 前項の運営協議会の詳細については、甲及び乙の協議により決定し、甲において設置要

綱を定めるものとする。 

３ 第１項の運営協議会には、甲及び乙の協議により、関連する企業、団体、外部有識者、区

民等を参加させることができる。 

 （指定業務の範囲外の業務） 

第５２条 第１３条の規定にかかわらず、乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、指定業

務の実施を妨げない範囲において、自己の費用及び責任により、指定業務以外の事業（以

下「自主事業」という。）を、本施設を利用して実施することができる。 

２ 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して自主事業の事業計画書（収支計画を含む。）

を提出し、事前に甲の承認を受けなければならない。この場合において、甲及び乙は、必

要に応じて協議を行うものとする。 

３ 甲の責めに帰すべき事由又は指示により自主事業の実施が中止又は休止となった場合に

おいて乙に損失が生じても、甲は当該損失を補償しない。 

４ 前項の規定のほか、甲及び乙は、自主事業の実施に当たって、その実施条件等を別途定

めることができる。 

 （光熱水費等） 

第５３条 指定業務の実施に当たり使用した光熱水費、電話料金等（以下「光熱水費等」と

いう。）は、利用料金収入又は指定管理料から支出するものとする。 

２ 光熱水費等の会計年度は、光熱水費等の利用に係る月（光熱水費等の請求に係る利用期

間の始期の日が月の初日以外の日である場合は、当該利用期間の始期の日が属する月の翌

月）により区分する。ただし、光熱水費等の請求に係る利用期間が２の会計年度にわたる

場合にあっては、当該利用期間の終期の日が属する会計年度に区分する。 

３ 前項の規定は、指定期間が満了した場合又は乙が指定を取り消された場合においても同

様とする。 

 （指導及び助言） 

第５４条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し指定業務について必要な指導又は助

言をすることができる。 

２ 乙は、前項の指導又は助言を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

 （事業等への協力） 

第５５条 乙は、甲の実施する事業に積極的に協力するものとする。 
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２ 甲は、乙の実施する指定業務及び自主事業の広報等について、積極的に協力するものと

する。 

 （請求、通知等の書式等） 

第５６条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承認及び解除は、本協定に特別

の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 

２ 本協定の履行に関し、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本協定の履行に関し、甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除

き、計量法(平成４年法律第５１号)の定めるところによる。 

 （協定の変更） 

第５７条 指定業務に関し、指定業務の前提条件若しくは内容に変更があったとき、又は特

別な事情が生じたときは、甲及び乙の協議の上、本協定の規定を変更することができる。 

 （裁判管轄） 

第５８条 本協定に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

 （協議） 

第５９条 指定業務の実施に当たり疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項につい

ては、甲及び乙の協議の上、これを定めるものとする。 

 

 以上、本協定締結の証として本書２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  年  月  日 

 

              甲 東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

                墨田区 

                代表者 墨田区長 ○○ ○○ 

 

              乙 東京都○○区○〇丁目〇番〇号 

                〇〇〇〇 

                代表取締役 〇〇 〇〇 
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別紙１ 施設等 

 

 １ 管理施設（※詳細については、財産台帳を参照のこと。） 

  ⑴ 名称 〇〇センター 

  ⑵ 所在地 東京都墨田区□□〇〇丁目〇〇番〇〇号 

  ⑶ 面積 敷地：○○○㎡、延床：○○○㎡ 

  ⑷ 構造・階数 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）、地上○階・地下○階 

  ⑸ 施設 １階 ○○○○、○○○○ 

２階 ○○○○、○○○○ 

  ⑹ 付随施設 ○○○○ 

 ⑺ 設備 ○○○○、○○○○ 

  ⑻ その他 敷地内の外構、植栽、標識、外灯、○○○○ 

 

 ２ 管理物品（※詳細については、備品台帳を参照のこと。） 

  ⑴ 貸与物品 

種類 数量 備考 

※別紙でも可   

   

   

  ⑵ 指定物品 

種類 数量 備考 

※別紙でも可   
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別紙２ 仕様書 
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別紙３ 個人情報等の取扱いに関する特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙及び指定業務に従事する者（派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する

派遣労働者をいう。）を含む。以下「従事者」という。）は、指定業務の実施に当たり、個人

情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法令等（個人情報保護委員会が定

める各種ガイドライン等を含む。）を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （責任体制の整備） 

第２条 乙は、指定業務で取り扱う個人情報及び機密情報（指定業務の実施により知り得た

秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない情報をいう。以下同じ。）の安全管理に

ついて、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 

 （教育等の実施） 

第３条 乙は、この特記事項に定める事項を従事者に遵守させるために必要な教育及び研修

を実施しなければならない。 

２ 乙は、従事者に対し、指定業務で取り扱う個人情報を不正に取り扱ったときは、個人情

報保護法の規定により刑罰が科される旨を周知しなければならない。 

３ 乙は、従事者に対し、第４条第１項、第７条第１項、第８条、第９条、第１０条第１項、

第１１条第２項、第１２条第１項及び第１３条に規定する義務を遵守することを誓約させ

なければならない。 

 （秘密保持義務） 

第４条 乙は、指定業務の実施により知り得た個人情報及び機密情報の内容をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消

された後も、また同様とする。 

２ 乙は、従事者又は従事者であった者にも、前項に規定する義務を遵守させなければなら

ない。 

 （個人情報を取り扱う業務の委託） 

第５条 乙は、指定業務のうち個人情報を取り扱う業務を本協定第１２条第１項ただし書の

規定により第三者（子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する

子会社をいう。）を含む。）に委託する必要がある場合は、甲に対して委託先の名称、委託

する理由、委託して処理する内容、委託先において取り扱う情報、委託先における適切な

安全管理措置の内容並びに委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした書面を提出し、

事前に甲の承認を受けなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により承認を受けようとする委託先が外国にある事業者である場合又

は委託先において取り扱う個人情報が外国に所在するサーバ若しくは事業所に保存される

場合には、甲への書面の提出に当たり、当該外国の名称及び個人情報の保護に関する制度

等に関する情報を示さなければならない。 

３ 乙は、個人情報を取り扱う業務を本協定第１２条第１項ただし書及び前２項の規定によ

り甲の承認を受けて委託する場合、委託先との間で、委託に係る業務を遂行させることに

ついて、第１条から第１９条までの規定により乙が甲に対して負う義務と同様の義務を委

託先に負わせる契約を締結するものとする。この場合において、乙は、委託先の履行を管

理及び監督しなければならない。 
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４ 前３項の規定は、承認を受けた委託先の変更並びに委託先が再委託及びそれ以下の委託

を行う場合について準用する。 

 （安全管理措置義務） 

第６条 乙は、指定業務に係る個人情報及び機密情報の漏えい、滅失又は毀損（以下「漏え

い等」という。）の防止その他の個人情報及び機密情報の安全管理（委託先（承認を受けた

委託先、再委託先及びそれ以下の委託先をいう。）による管理を含む。）のために必要かつ

適切な措置を講じなければならない。 

２ 前項に規定する個人情報の安全管理のための措置は、個人情報の保護に関する法令等に

定める各種の安全管理措置を遵守するものでなければならない。 

 （保管） 

第７条 乙は、指定業務で取り扱う個人情報及び機密情報を他の情報と混在しないよう区別

し、当該個人情報及び機密情報を記録する電子計算機、電磁的記録媒体、書類等を、施錠

ができる保管庫又は入退室管理ができる保管室で厳重に保管しなければならない 。 

２ 乙は、指定業務で取り扱う個人情報を外国に所在するサーバ又は事業所に保管してはな

らない。ただし、やむを得ず外国に所在するサーバ又は事業所に保管する必要がある場合

は、甲に対して当該外国の名称及び個人情報の保護に関する制度等に関する情報を明記し

た書面を提出し、事前に甲の承認を受けなければならない。 

 （持ち出しの禁止） 

第８条 乙は、指定業務の目的を達成するために必要最小限の範囲で持ち出す場合を除き、

指定業務で取り扱う個人情報及び機密情報を本施設外に持ち出してはならない。 

 （搬送又は授受） 

第９条 乙は、指定業務で取り扱う個人情報及び機密情報を搬送又は授受する場合には、パ

スワード設定等による暗号化、鍵付きのケース等への格納等の安全管理上必要な措置を施

さなければならない。 

 （複写及び複製の禁止） 

第１０条 乙は、事前に甲の承認を受けて指定業務の目的を達成するために必要最小限の範

囲で行う場合を除き、指定業務で取り扱う個人情報及び機密情報の全部又は一部を複写し、

又は複製してはならない。 

２ 乙が、前項に規定する甲の承認を受ける場合は、甲乙間の書面での手続を省略すること

ができる。 

 （情報処理における安全確保） 

第１１条 乙は、指定業務のうち個人情報及び機密情報を取り扱う業務について、電子計算

機による情報処理をする場合は、不正アクセス、不正プログラムの感染等による個人情報

及び機密情報の改ざん、窃取、不正な消去等に対する防御機能を装備した電子計算機を使

用する等の安全管理上必要な措置を施さなければならない。 

２ 電子計算機による情報処理に当たっては、私用の電子計算機、外部記憶装置等の機器及

び媒体を使用してはならない。 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第１２条 乙は、事前に甲の承認を受けて行う場合を除き、指定業務で取り扱う個人情報及

び機密情報を、指定業務以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

２ 乙は、前項に規定する甲の承認を事前に受けることができない正当な理由がある場合は、

事後の報告をもって事前の承認に代えることができる。 

 （適正な取得） 
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第１３条 乙は、指定業務を実施するために個人情報を取得するときは、指定業務の目的を

達成するために必要最小限の範囲で行うものとし、偽りその他不正の手段により個人情報

を取得してはならない。 

２ 乙は、個人情報保護法第２０条第２項各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじ

め本人の同意を得ないで、要配慮個人情報（個人情報保護法第２条第３項に規定する要配

慮個人情報をいう。）を取得してはならない。 

 （開示等の請求等） 

第１４条 乙は、保有個人データ（個人情報保護法第１６条第４項に規定する保有個人デー

タをいう。以下同じ。）の開示等の請求等（個人情報保護法第３７条第１項に規定する開示

等の請求等をいう。以下同じ。）に関し、個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年

政令第５０７号）第１２条で定めるところにより請求等を受け付ける方法を定める等、開

示等の請求等に対応するための体制を整備しなければならない。 

２ 乙は、指定業務で取り扱う個人情報のうち個人データ（個人情報保護法第１６条第３項

に規定する個人データをいう。以下同じ。）に該当しない個人情報（特定の個人情報を容易

に検索することができるように体系的に構成されていないものをいう。）への開示の請求を

受けたときは、本人に対し、開示するよう努めなければならない。 

 （甲に対する保有個人データの提供）  

第１５条 乙は、指定業務で取り扱う個人情報について、甲に対する開示請求（個人情報保

護法第７６条第１項の規定による開示の請求をいう。）への対応その他個人情報の取扱いに

ついての確認のために甲から保有個人データの提供の求めがあったときは、合理的な理由

がある場合を除き、その求めに応じなければならない。 

 （返還等） 

第１６条 乙は、指定期間が満了し、又は指定を取り消された場合は、指定業務の実施によ

り知り得た個人情報又は機密情報の記録等を直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。

ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

２ 乙は、個人情報の返還を行ったときは、返還した個人情報の記録名、媒体名、数量、返還

の日時及び担当者名を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

 （事故発生時の対応） 

第１７条 乙は、指定業務に関し個人情報及び機密情報の漏えい等の事故が発生し、又は発

生したおそれがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に

対して事故の内容を報告しなければならない。この場合において、乙は、速やかに当該事

故の原因等の調査を行い、甲に対してその経過及び結果を報告しなければならない。 

２ 乙は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保

に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報の保護に

関する法律施行規則（平成２８年個人情報保護委員会規則第３号。以下「個人情報保護委

員会規則」という。）第７条で規定するものが生じたときは、同規則第８条で定めるところ

により、個人情報保護委員会に報告しなければならない。 

３ 前項に規定する場合には、乙は、本人に対し、個人情報保護委員会規則第１０条で定め

るところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知

が困難な場合において、事案の公表、問合せを受け付けるための窓口の設置その他の本人

の権利利益を保護するために必要な代替措置をとるときは、この限りでない。 

４ 乙は、個人情報及び機密情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、緊急時の対応方

法、連絡体制等を定めなければならない。 
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 （公表措置） 

第１８条 甲は、乙が前各条の規定に違反し、若しくは当該規定の遵守を怠った場合又は個

人情報の漏えい等の事故が発生し、若しくは発生したおそれがある場合は、必要に応じて

その事実を公表することができる。 

 （苦情の処理）  

第１９条 乙は、指定業務で取り扱う個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理

に努めなければならない。 

２ 乙は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 

 （特定個人情報の安全管理措置義務） 

第２０条 乙は、指定業務のうち、特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。次項において「番号法」と

いう。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）を取り扱う業務を行う

に当たっては、同法及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等に基づき、

必要な安全管理措置等を講じなければならない。 

２ 乙は、従事者に対し、指定業務で取り扱う特定個人情報を不正に取り扱ったときは、番

号法の規定により刑罰が科される旨を周知しなければならない。 

３ 甲は、乙の前２項の安全管理措置等について、適切に講じられていることを確認するた

めに、乙に対し、当該安全管理措置等の内容及びその遵守状況について報告を求めるもの

とする。 

（※第２０条については、利用者の個人番号を利用する指定業務がある場合に規定してく

ださい。その場合、第５条第３項の「第１９条まで」を「第２０条まで」に、第１８条の

「前各条」を「前各条及び第２０条」に修正してください。） 
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別紙４ 墨田区公契約条例に関する特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、本協定の履行に当たり、墨田区公契約条例（令和５年墨田区条例第３１号。

以下「条例」という。）及び墨田区公契約条例施行規則（令和５年墨田区規則第５７号。

以下「規則」という。）を遵守するものとする。 

（定義） 

第２条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 ⑴ 受注関係者 次に掲げる者をいう。 

  ア 甲以外の者から本協定に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者（次号イに掲

げる者を除く。） 

  イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６

０年法律第８８号）の定めるところにより乙又はアに掲げる受注関係者に次号アに掲

げる労働者を派遣する者 

 ⑵ 労働者等 次に掲げる者をいう。 

  ア 乙又は受注関係者に雇用され、本協定に係る業務に従事する最低賃金法（昭和３４

年法律第１３７号）第２条第１号に掲げる労働者 

  イ 乙又は受注関係者との契約により本協定に係る業務の一部を請け負い、又は受託す

る者で、当該業務を他の者を使用しないで行うもの 

 ⑶ 労働報酬 本協定に係る業務についての労働の報酬で次に掲げるものをいう。 

  ア 前号アに掲げる労働者がその雇用する乙又は受注関係者から得る賃金 

  イ 前号イに掲げる者が同号イの契約により得る収入 

（労働関係法令の遵守） 

第３条 乙は、労働基準法（昭和２２年法律第４９条）、労働安全衛生法（昭和４ 

７年法律第５７号）、最低賃金法その他関係法令を遵守し、労働者の労働環境等 

を確保しなければならない。 

２ 乙は、前条第２号イに掲げる者と請負契約又は業務委託契約を締結しようとするとき

は、その条件を前項の関係法令の趣旨を尊重したものとしなければならない。 

３ 乙は、労働者等を雇用形態に応じ社会保険に加入させなければならない。 

（労働報酬の支払） 

第４条 乙は、労働者等（最低賃金法第７条に規定する労働者を除く。前条第３項、次条及

び第７条を除き、以下同じ。）に対し、条例第８条に規定する労働報酬下 

限額（以下「労働報酬下限額」という。）以上の額の労働報酬を支払わなければ 

ならない。 

（労働者等の継続雇用） 
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第５条 本協定が継続性のある業務であるときは、乙は、当該業務に従事する労働者等の雇

用の安定並びに当該業務の質の維持及び継続性の確保に配慮し、本協定の締結前から当該

業務に従事していた労働者等のうち希望する者を雇用するよう努めるものとする。 

（乙の講ずべき措置） 

第６条 乙は、受注関係者が労働者等に対して支払うべき労働報酬を支払わないとき、又は受

注関係者が支払った労働報酬の額が労働報酬下限額を下回るときは、 

当該受注関係者と連帯して、当該労働者等に対し、当該労働報酬に相当する金額 

又は労働報酬下限額と当該支払った労働報酬の額との差額に相当する金額が支払 

われるよう、必要な措置を講じなければならない。 

 （労働条件等の報告） 

第７条 乙は、規則第１１条に規定する労働者等に係る労働条件等に関する事項を甲に報告

しなければならない。 

 （労働者等に対する周知） 

第８条 乙は、次に掲げる事項を作業所等の労働者等が見やすい場所に掲示し、又は労働者

等に対し当該事項を記載した書面を交付しなければならない。 

⑴ 労働報酬下限額 

⑵ 労働報酬下限額の適用対象となる労働者等の範囲 

⑶ 条例第１１条に規定する申出に関する事項及び当該申出をするときの連絡先 

⑷ 労働者等は、前号の申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他の不

利益な取扱いを受けないこと。 

⑸ 第６条に規定する事項 

 （不利益な取扱いの禁止） 

第９条 乙は、条例第１１条に規定する申出を受けたときは、誠実に対応するとともに、当

該申出をした労働者等について、当該申出をしたことを理由として解雇、請負契約又は業

務委託契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

 （報告及び立入検査） 

第１０条 乙は、条例第１２条第１項の規定による報告の求め及び立入検査に応じ、協力し

なければならない。 

 （是正措置） 

第１１条 甲は、条例第１２条第１項の規定による報告又は立入検査の結果、乙が条例の規

定又はこの特記事項に違反していると認めるときは、乙に対し速やかに当該違反を是正す

るために必要な措置を講ずるよう求めることができる。 

２ 乙は、前項の規定による求めを受けたときは、速やかに当該違反を是正する措置その他

必要な措置を講じ、その結果について甲に報告しなければならない。 

 （指定の取消し） 

第１２条 甲は、乙又は受注関係者が次のいずれかの事由に該当するときは、その指定を取

り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 
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 ⑴ 条例第１２条第１項に規定する報告の求めに応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は

検査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査等における質問に対して答弁

せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

 ⑵ 前条第１項の規定による求めに応じないとき。 

 ⑶ 前条第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 （損害賠償） 

第１３条 乙は、甲が前条の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の

全部若しくは一部の停止を命じた場合において、それにより甲に損害が生じたときは、当

該損害を賠償しなければならない。 

２ 甲は、前条の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の全部若しく

は一部の停止を命じた場合において、乙又は受注関係者に損害が生じても、その損害を賠

償する責任を負わない。 

 （違約金） 

第１４条 甲は、第１２条の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて指定業務の

全部若しくは一部の停止を命じたときは、乙に対し違約金の支払を求めることができる。

この場合において、違約金の額については、本協定第４２条第３項の規定を準用する。 

２ 前項の違約金の額は、損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しないものとする。 

 （受注関係者との契約） 

第１５条 乙は、受注関係者と契約を締結するときは、乙が遵守すべきこの特記事項につい

て、受注関係者が乙に準じて当該特記事項を遵守することとなるよう、定めなければなら

ない。 
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別紙５ リスク分担表（甲は墨田区、乙は指定管理者） 

種  類 内    容 
負担者 

甲 乙 

法令等の新設・変更 

施設の管理運営に影響のある法令等の新設・変更 

（他の項目に記載されているものを除く。） 
○  

指定管理者自身に影響のある法令等の新設・変更  ○ 

税制の変更 

施設の管理運営に影響のある税制の新設・変更（税率の変更を含む。） 

（他の項目に記載されているものを除く。） 
○  

法人税、法人住民税等、指定管理者自身に影響のある税制の新設・変更 

（税率の変更を含む。） 
 ○ 

資金調達 
資金調達できなくなったことによる施設の管理運営の中断等  ○ 

甲から乙への指定管理料の支払遅延により生じた損害 ○  

市場環境等の変化 

物件費、人件費等物価の変動に伴う経費の増加  ○ 

金利の変動に伴う経費の増加  ○ 

他施設との競合による利用者又は収入の減少  ○ 

当初の需要見込みと異なる状況の発生による経費の増加、利用者又は収入

の減少 
 ○ 

甲の都合による経費の増加 ○  

利用者への損害賠償 

乙の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合 

（不適切な施設の管理運営による利用者の怪我等） 
 ○ 

甲の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合 ○  

上記以外の事由により利用者に損害を与えた場合 協議 

第三者への損害賠償 

乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合 

（不適切な施設の管理運営による騒音、振動等の苦情等を含む。） 
 ○ 

甲の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合 ○  

上記以外の事由により第三者に損害を与えた場合 協議 

管理運営の中止・中

断 

甲の責めに帰すべき事由又は甲の緊急的事由による管理運営の中止・中断 ○  

乙の責めに帰すべき事由による管理運営の中止・中断  ○ 

上記以外の事由による管理運営の中止・中断 協議 

施設等の損傷 

経年劣化、第三者の行為（相手方が特定できないものを含む。）による管理

施設の損傷のうち、修繕費用が１件につき税込１３０万円未満のもの 
 ○ 

経年劣化、第三者の行為（相手方が特定できないものを含む。）による管理

施設の損傷のうち、修繕費用が１件につき税込１３０万円以上のもの 
○  

乙の責めに帰すべき事由による施設等の損傷  ○ 

上記以外の事由による施設等の損傷 ○  

不可抗力 
不可抗力による管理運営の中止・中断 ○ (※１) 

不可抗力による施設等の損壊における復旧費用 ○ (※２) 

環境問題 

施設又は用地から有害物質等が発生した場合 ○  

施設の管理運営及び自主事業に起因する有害物質の排出・漏えい、騒音、

振動、光、臭気等に関するもの 
 ○ 

セキュリティ 乙の警備不備による損害（盗難、情報の漏えい、犯罪の発生等）  ○ 

事業終了時の費用 指定期間の満了又は指定の取消しの場合における原状回復及び撤収費用  ○ 

※１ 不可抗力により乙に損害又は増加費用が発生した場合、当該損害又は増加費用については、合理性の認め

られる範囲で甲が負担する。 
※２ 損壊復旧に係る費用を乙が付保した保険により補填された場合にあっては、当該補塡された金額相当分に

ついては、甲の負担に含まないものとする。 
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